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7 月は『社会を明るくする運動』強調月間です
　『社会を明るくする運動』はすべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更正について理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない社会を築こうとする全国的な運動です。7 月は駅頭啓発、
講演会、各中学校校区のミニ集会等が開催されます。みんなで、犯罪や非行のない誰もが「いきいき」と生活でき
る明るい社会を築き上げていきましょう。
　みなさん参加しましょう。
◆ミニ集会日程

開 催 日 時 会 場
桜井中学校区 7 月 ４ 日（金）午後 1 時 30 分～ 市立図書館研修室 2
大三輪中学校区 7 月 16 日（水）午後 1 時 30 分～ 大三輪中学校会議室
桜井東中学校区 7 月 ８ 日（火）午後 1 時 30 分～ 東ふれあいセンター研修室
桜井西中学校区 7 月 ４ 日（金）午後 1 時 30 分～ 粟殿西公民館

◆主催　『社会を明るくする運動』桜井地区推進委員会

▽ 問い合わせ先　社会福祉課（ 42 ‐ 9111 内線 297）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【社会福祉課】

◎開催日　９月６日（土）　午後２時～８時 30 分

◎ 場 所　　金屋河川敷公園 特設会場
気象警報・河川増水等、開催が危険と思われる場合は開催順延します。

今
年
の
万
葉
ま
つ
り
は
…

　

川
面
を
照
ら
す
灯
ろ
う
流
し
歌
垣
火
送
り
に
、

お
い
し
い
楽
し
い
お
店
が
い
っ
ぱ
い
の
現
代
版

海
石
榴
市
、
好
評
の
流
し
そ
う
め
ん
や
カ
ヌ
ー

体
験
な
ど
の
お
祭
り
企
画
が
進
行
中
で
す
。

◎
出
演
者
募
集
！

　
　

～
古
代
ロ
マ
ン
に
想
い
を
馳
せ
て
～

　
「
万
葉
ま
つ
り
」
が
発
足
す
る
当
初
か
ら
、

基
本
テ
ー
マ
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た

「
火
」「
土
」「
水
」。
火
は
大
神
神
社
か
ら
、

土
は
土
舞
台
か
ら
、
水
は
稚
桜
神
社
か
ら
い

た
だ
き
、
ま
つ
り
の
安
全
な
運
営
と
成
功
を

祈
願
し
て
大
切
に
お
祀
り
さ
れ
た
後
、「
大
和

さ
く
ら
い
万
葉
ま
つ
り
」
は
ス
タ
ー
ト
し
ま

す
。
ま
た
、
土
＝
芸
能
発
祥
の
地
＝
土
舞
台

を
意
味
し
ま
す
。
古
来
よ
り
芸
能
は
、
人
々

の
労
働
や
生
活
の
中
の
喜
び
と
悲
し
み
、
そ

し
て
愛
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。
万
葉
ま
つ
り

で
、
記
紀
万
葉
の
世
界
を
表
現
し
ま
せ
ん
か
？

▽ 

出
演
者　

団
体
枠(

万
葉
ま
つ
り
実
行
委
員

会
加
盟
団
体
、
記
紀
万
葉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

推
進
協
議
会)

と
一
般
募
集
枠

▽ 

募
集
期
間　

７
月
10
日
（
木
）
～
31
日
（
木
）

８
月
中
旬
に
出
演
者
枠
の
調
整
を
し
ま
す
。

申
込
者
に
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。（
出
演
枠

数
に
制
限
が
有
り
、
希
望
に
添
え
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。）

▽ 

開
催
時
間
帯　

午
後
３
時
～
６
時
30
分

　
　
　
　
　
　
　

※
予
定

▽ 

内
容　

古
代
情
緒
に
馴
染
む
よ
う
な
演
目

を
中
心
と
し
て
企
画
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

古
代
服
を
着
て
の
出
演
も
可
能
で
す
。

▽
申
込
方
法　

ハ
ガ
キ
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
氏
名
、

　

住
所
、
年
齢
、
性
別
、
電
話
番
号
、
出
演
し
た
い

内
容
を
記
入
の
上
、
観
光
ま
ち
づ
く
り
課

（
〒
６
３
３
‐
８
５
８
５
大
字
粟
殿
４
３
２
‐
１　

FAX 
42
‐
１
７
４
７
）
ま
で
。
チ
ー
ム
出
演
の
場

合
は
、
チ
ー
ム
名
、
代
表
者
氏
名
、
男
女
別

人
数
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
当
日
ス
タ
ッ
フ
大
募
集
中
！

　

ま
つ
り
を
お
手
伝
い
し
て
く
れ
る
ス
タ
ッ

フ
を
募
集
中
で
す
。
新
た
な
出
会
い
や
交
流
、

ま
つ
り
を
創
っ
て
い
く
情
熱
、
日
頃
の
生
活

と
は
一
味
違
う
充
実
感
が
味
わ
え
ま
す
。
ぜ

ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
！
気
軽
に
実
行
委

員
会
事
務
局
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。　
　

▽ 

問
い
合
わ
せ
先　

大
和
さ
く
ら
い
万
葉
ま

つ
り
実
行
委
員
会
（
事
務
局
窓
口
：
観
光
ま

ち
づ
く
り
課

42 
‐
９
１
１
１
内
線
３
４
２

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・http://m

anyou-fes.jp/

）

【
観
光
ま
ち
づ
く
り
課
】
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対　象 分　野 対　策

屋外 遮熱・断熱等

窓に空気層のある断熱シートを貼る。（もしくは内窓を設置する）

部屋の外によしず、すだれを設置する。

お風呂の残り湯で朝夕に打ち水をする。

リビング

冷房

扇風機・うちわなどを活用する。

冷房の温度設定を２８℃にする。

冷房時にカーテンやブラインドを閉める。

冷房時に家族がいっしょの部屋で過ごす。

エアコンのフィルターを掃除する。（月２回程度）

冷房を使用する時間をできるだけ短くする。

冷房時は部屋のドアやふすまを閉め、冷房範囲を小さくする。

照明
白熱電球から電球型蛍光灯やＬＥＤ電球に交換する。

照明を使う時間を可能なかぎり短くする。

テレビ
テレビを見る時間を少なくする。（つけっぱなしにせず、見る番組を絞るなど）

テレビの画面を明るすぎないように調整する。

台所

保温 電気ポットの保温をやめる。

調理 炊飯ジャーの保温をやめる。

冷蔵

冷蔵庫を壁から適切な距離をあけ、周りや上に物を置かないようにする。

冷蔵庫の温度設定を強から中にする。

冷蔵庫の中を整理し、開ける時間を短くする。

洗濯 乾燥 衣類乾燥機や洗濯機の乾燥機能を使わない。

その他 待機電力 電気機器は使い終わったらプラグを抜くか電源タップを切り、待機電力を減らす。

　今夏の関西電力の電力需給は、安定供給に必要最低限とされる供給予備率をかろうじて確保
できる予定です。しかしながらこの夏も、気候の変動等による電力需給の急増や、発電所のト
ラブルといった不測の事態が起こり、電力需給が逼

ひっぱく

迫することが考えられます。
　この夏につきましても、昨年と同様にできる範囲での節電・省エネにご協力のほど、よろし
くお願いいたします。

【総務課】

　無理なく取り組める項目を列挙しておりますが、極度のがまんをせず、継続的に取り組める
範囲でのご協力をお願いします。

参考：全国地球温暖化防止活動推進センターホームページ

節電のご協力を
　　お願いします



4

青少年の健やかな成長を願って
～７月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です～

　近年我が国では、少子化や情報化の急速な進展、就業形態の多様化など、家庭や社会における青少年を取り巻く
状況が著しく変化してきています。その中で青少年は影響を大きく受け、いじめ問題や社会的自立の遅れなどの問
題が、意識や行動に現れてきていると考えられます。
　社会全体の願いは、青少年の心身が共に健やかに成長し、社会における役割と責任を自覚した生き方のできる成
人となることです。改めて、次代を担う自立した青少年の健全育成に向け、家庭と地域社会が、それぞれの役割と
責任を果たすことを再認識し、一体となって努力し合いたいものです。 

　豊かな心を育てる
・居心地のよい家庭をつくりましょう。
・ 「おはよう」「おやすみ」「ありがとう」など、元気

にあいさつできる子に育てましょう。
・命の大切さ、物の大切さを教えましょう。
・家族で何でも話し合える場をつくりましょう。
・ 生活の基本ルールやマナーを日頃から身に付けさせ

ましょう。

家 庭 の し つ け
・ほめ上手、叱り上手、聞き上手になりましょう。
・一方的な押しつけはやめましょう。
・兄弟や他人を引き合いに出すのはやめましょう。
・しつけに一貫性をもちましょう。
・ 「子どもの視点」「子どもの気持ち」で考え、やる気

を起こして努力するよう喚起しましょう。
・親が手本となる生活をしましょう。

　地域の子どもは地域で育てる
・大人から先に「あいさつ」をしましょう。
・身近なことで相談にのってあげましょう。
・ 事故や犯罪に巻き込まれないように、自分で考え判

断できるように導きましょう。
・ 大人が社会のルールやマナーを守り、生き方を示し

ましょう。

心の叫びをキャッチ
－いじめのサインを見つけてください－

・口数が少なくなり、元気がなくなる。
・衣服が汚れている。けがをして帰ってくる。
・持ち物をなくして帰ってくることが増える。
・頭痛や腹痛を訴え、学校を休みたがる。
・食欲がなくなり部屋に閉じこもりがちになる。

以上のようなことで悩みごとや気づかれたことがあれば、関係機関に相談しましょう

教
育
相
談
の
ご
利
用
を

◆  

相
談
内
容

　

子
ど
も
の
悩
み
や
い
じ
め
、
不

登
校
な
ど
の
問
題
、
家
庭
で
の
不

安
や
気
に
な
る
こ
と
等
に
つ
い

て
、
電
話
相
談
や
来
所
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。

◆
相
談
場
所

　

桜
井
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー

　
　
（
市
立
中
央
公
民
館　

１
階
）

◆
相
談
時
間

　

 

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
は
休
み
）

　

教
育
相
談
電
話

　

42
‐
０
８
５
２

　
　
　

				（
直
通
・
専
用
）

○ 

来
所
相
談
は
、
で
き
る
だ
け
事
前

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

○
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。

【
桜
井
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
】
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つ
ど
い
の
広
場
は
、
子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
・
相
談
の
場
と
し
て
開
設
し
て
い
ま
す
。
つ
ど
い
の
広
場
に
は
、

｢

安
心
し
て
遊
べ
る
ね｣

、｢

今
日
は
何
し
て
遊
ぼ
う｣

と
、
た
く
さ
ん
の
こ
ど
も
と
保
護
者
が
遊
び
に
来
て
い
ま
す
。

楽
し
い
遊
び
と
出
会
い
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。

▽
場
　

所　

 

桜
井
西
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
分
館
（
大
福
駅
か
ら
徒
歩
５
分
）

▽
利

用

日　

 

月
曜
～
金
曜
（
土･

日･

祝
日
・
出
張
つ
ど
い
の
広
場
開
催
日
は
休
み
）

▽
時

間　

午
前
９
時
～
午
後
３
時
ま
で

▽
利
用
料
金　

月
額
３
０
０
円
（
１
回
利
用
の
時
は
１
０
０
円
）

▽
対

象　

０
歳
～
就
学
前
ま
で
の
子
ど
も
と
そ
の
保
護
者

▽
問
い
合
わ
せ
先　

つ
ど
い
の
広
場
（

43
‐
９
１
１
２
）

◆児童扶養手当を受給されている方へ
児童扶養手当の額が平成２６年４月分から変更になりました。
平成２６年８月支給（平成２６年４月分～平成２６年７月分）の分から支給額が変わります。

≪手当月額≫
区分 児童１人 児童２人 児童３人

全部支給
４１，１４０円

⬇
４１，０２０円

４６，１４０円
⬇

４６，０２０円

４９，１４０円
⬇

４９，０２０円

一部支給
９，７１０円～４１，１３０円

⬇
９，６８０円～４１，０１０円

１４，７１０円～４６，１３０円
⬇

１４，６８０円～４６，０１０円

１７，７１０円～４９，１３０円
⬇

１７，６８０円～４９，０１０円
※児童が４人以上のときは、１人増えるごとに３，０００円加算されます。　　　　　　　　　　　　【児童福祉課】

【
児
童
扶
養
手
当
】

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
（
父
ま
た
は
母
と

生
計
を
と
も
に
で
き
な
い
児
童
や
、
父
ま
た
は
母
が
重
度
の

障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童
の
母
ま
た
は
父
、
あ
る
い
は
父

母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
）
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
児
童

が
児
童
福
祉
施
設
等
（
通
所
施
設
は
除
く
）
に
入
所
し
て
い

た
り
、
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き
、
お
よ
び
手
当
を
受

け
よ
う
と
す
る
人
ま
た
は
児
童
が
公
的
な
年
金
（
老
齢
福
祉

年
金
は
除
く
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
平
成
10
年
３
月
31
日
以
前
に
手
当
の
該
当
要
件
が

生
じ
た
人
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

こ
の
場
合
の
児
童
と
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
の
人
を
い
い
ま
す
。

※ 

手
当
支
給
月
は
８
月
・
12
月
・
４
月
で
す
。
各
月
の
前
月

分
ま
で
の
手
当
を
、
そ
れ
ぞ
れ
11
日
（
土
・
日
・
祝
日
の

場
合
は
、
支
払
日
は
そ
の
前
の
平
日
）
に
支
払
い
ま
す
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
身
体
や
精
神
に
中
程
度
以
上
の

障
が
い
を
持
つ
児
童
を
家
庭
で
養
育
し
て
い
る
父
も
し
く
は

母
、
あ
る
い
は
父
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
対
象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設

等
（
通
所
施
設
は
除
く
）
に
入
所
し

て
い
る
と
き
、
お
よ
び
対
象
児
童
が

障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

支
給
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

こ
の
場
合
の
児
童
と
は
20
歳
未
満
の
人
を
い
い
ま
す
。

※  

手
当
支
給
月
は
８
月
・
12
月
・
４
月
で
す
。
各
月
の
前
月

分
ま
で
の
手
当
を
、
そ
れ
ぞ
れ
11
日
（
土
・
日
・
祝
日
の

場
合
は
、
支
払
日
は
そ
の
前
の
平
日
）
に
支
払
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
児
童
福
祉
課
（
西
分
庁
舎 

42
‐
９
１
１
１

内
線
２
８
１
）
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。【

児
童
福
祉
課
】

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
ご
案
内

子育て支援事業
 「つどいの広場に　
　　　　　　遊びにきてね。」
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※ どの事業にも受給要件がありますので、詳しくは問い合わせてください。
　児童福祉課（ ４２ ‐ ９１１１内線２８１）

母子家庭の母及び父子家庭の父へ
～自立支援と給付～ 

自
立
支
援
教
育
訓
練

給
付
金
事
業

　

母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
父
子
家
庭
の

父
が
就
職
に
有
利
な
教
育
訓
練
を
受
講

す
る
場
合
、
母
子
家
庭
ま
た
は
父
子
家

庭
の
自
立
の
促
進
を
図
る
た
め
、
そ
の

受
講
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
給
付
す

る
も
の
で
す
。

▽ 

対
象
者　

母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
父

子
家
庭
の
父

▽ 

事
前
相
談　

申
請
に
は
、
事
前
相
談

が
必
要
で
す
の
で
、
受
講
前
に
必
ず

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
と
な
る
教
育
訓
練
講
座

　

 

雇
用
保
険
制
度
に
よ
る
教
育
訓
練
給

付
の
指
定
教
育
訓
練
講
座　

等

▽ 

支
給
額　

受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た

費
用
の
20
％
に
相
当
す
る
額
（
上
限

10
万
円
、
下
限
４
千
円
）

高
等
職
業
訓
練
促
進

　
　
　
　

  

給
付
金
等
事
業

　

母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
父
子
家
庭
の

父
が
就
職
す
る
の
に
有
利
で
、
生
活
の

安
定
に
資
す
る
資
格
の
取
得
を
推
進
す

る
た
め
、
当
該
資
格
に
係
る
養
成
訓
練

の
受
講
期
間
の
う
ち
、
一
定
期
間
、
支

給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
の
負
担
の

軽
減
を
図
り
資
格
取
得
を
容
易
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

▽ 

対
象
者　

桜
井
市
在
住
で
、
２
年
以

上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
す
る
こ

と
を
予
定
す
る
母
子
家
庭
の
母
お
よ

び
父
子
家
庭
の
父

▽ 

事
前
相
談　

児
童
福
祉
課
窓
口
（
西

分
庁
舎
）
で
事
前
相
談
を
随
時
行
い

ま
す
。
申
請
に
は
事
前
相
談
が
必
要

で
す
の
で
、
受
講
前
に
必
ず
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

▽ 

対
象
資
格　

看
護
師
、介
護
福
祉
士
、

保
育
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
等
（
国
家
資
格
）【

児
童
福
祉
課
】

▽ 支給期間および支給対象修業期間

【平成 25 年４月１日以降入学した人】
修業中の全期間（上限２年）
市民税非課税世帯　100,000 円　市民税課税世帯　70,500 円

【平成 24 年度に入学した人】
修業中の全期間（上限 3 年）
市民税非課税世帯　100,000 円　市民税課税世帯　70,500 円

【平成 24 年 3 月 31 日までに入学した人】
修業中の全期間
市民税非課税世帯　141,000 円　市民税課税世帯　70,500 円

　８月の出張つどいの広場は、市内の中学生と赤ちゃん
との交流です。中学生のお兄ちゃんお姉ちゃんとベビー
マッサージや、ふれあい遊びをする中で赤ちゃんの社会
性を育てたり、親子の愛情を深めたりするいい機会です。
　赤ちゃんが普段経験できないあたたかな時間を過ごす
ことができます。ぜひ参加してください。
※ 今回の出張つどいの広場は、申込みされた人のみとさ

せていただきます。
※赤ちゃんのお兄ちゃんお姉ちゃんは参加できません。

▽ 日時　8 月 19 日（火）午前 10 時～正午

▽ 場所　中央公民館 3 階大会議室

▽ 対象者　4 か月～ 10 か月の赤ちゃんとその保護者

▽ 人数　先着 20 組

▽ 参加費　無料

▽ 申込受付　7 月８日（火）午前 10 時から電話で受付

▽ 申込・問い合わせ先　児童福祉課
　（ ４２ ‐ ９１１１内線２９６）

つ
ど
い
の
広
場
の
イ
ベ
ン
ト
の
と
き
に
お
子
さ
ん
と
一
緒

に
遊
ん
で
く
だ
さ
る
人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

左
記
の
担
当
者
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

43
‐
９
１
１
２
（
小
野
）　　
　
　
　
　

８
月
の
出
張
つ
ど
い
の
広
場

　
ー
あ
か
ち
ゃ
ん
っ
て
　
あ
っ
た
か
い
ね
ー

☆
注
意　

申
込
み
が
必
要
で
す

【
児
童
福
祉
課
】
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　平成 26 年度の国民健康保険税の税率は次の表のとおりです。
 医療保険分 後期高齢者支援金分  介護納付金分

① 平等割
（1 世帯につき） 23,000 円 6,000 円 7,500 円

② 均等割
（1 人につき） 24,000 円 8,000 円 8,500 円

③ 所得割 課税標準額（*1）
× 7.20％

課税標準額（*1）
× 1.90％

課税標準額（*1）
× 2.00％

④ 資産割 純固定資産税額（*2）
× 20.0％

純固定資産税額（*2）
× 5.0％

純固定資産税額（*2）
× 4.0％

合計 Ａ Ｂ Ｃ
最高限度額 510,000 円 160,000 円 140,000 円

　40 歳以上 65 歳未満の人は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の①～④をすべて足したもの（Ａ
+ Ｂ + Ｃ）、それ以外の人は、医療保険分・後期高齢者支援金分の①～④をすべて足したもの（Ａ + Ｂ）が 1 年
間の国民健康保険税となります。

国民健康保険税の納期について
　国民健康保険税は基本的に 1 年分を８回で納付していただくことになります。
　月払いではないので注意してください。納期は下記のとおりです。

4 月 ５月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

随２期 1 期
一括 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期 随１期

　詳しくは、保険医療課保険年金係（ 42 ‐ 9111 内線 521・523）まで問い合わせてください。

（*1）課税標準額
　 前年中の総所得－基

礎控除（330,000 円）

（*2）純固定資産税額
　 当年度の都市計画税を

除いた固定資産税額

平成 26年度国民健康保険税について

　右記助成条件①～⑤を全て満たす人で検査を希望す
る人は、下記の医療機関へ直接申込んでください。

▽ 実施期間　通年

▽  自己負担金　8,280 円（検査費用 27,780 円相当。
国保より 19,500 円補助します。）
※�消費税増税に伴い今年度より自己負担および補助額
を変更しました。

▽ 定員　１００名（先着順）

▽ 検査内容　問診、頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ検査

▽   必要なもの　国民健康保険証・認印・自己負担金
（同じ日に特定健康診査を受診するときは受診券）

▽  問い合わせ先　保険医療課給付係（ 42 ‐ 9111
内線 526・527）

◆助成条件
① 平成 26 年４月１日時点で、40 歳以上の桜井市国

保被保険者であること。
② 平成 26 年４月１日時点で、１年以上桜井市国保の

被保険者であること。
③ 申込時に桜井市国保税の未納（分納含む）のない世

帯の被保険者であること。
④ 平成 26 年６月～平成 27 年２月末までに特定健康

診査を受診すること。
⑤ 検査日時点で桜井市国保の被保険者であること。
※ 後期高齢者医療制度などの他保険制度加入者は助成

対象外です。

桜井市国民健康保険（桜井市国保）にご加入のみなさんへ

　頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ検査費用助成事業を実施しています！

◆助成対象となる医療機関
医 療 機 関 名 　　　　　　 住 所 （ 電 話 番 号 ） 申 込 受 付

済生会中和病院　　　　大字阿部（ 43 ‐ 5001） 13 時～ 16 時 30 分　初診受付へ
山の辺病院　　　　 大字草川（ 45 ‐ 1199） 13 時～ 16 時 30 分　総合受付へ
大和橿原病院　　　 橿原市石川町（ 27 ‐ 1071） 8 時 30 分～ 16 時 30 分　窓口または電話
のぐちクリニック　　大字上之庄（ 47 ‐ 2355） 9 時～ 12 時 30 分・16 時～ 19 時　受付窓口へ
グランソール奈良　 宇陀市菟田野松井（ 0745 ‐ 84 ‐ 9333） 9 時～ 16 時 30 分　窓口または電話

【保険医療課】

【保険医療課】
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　月の１日から末日までの医療費の自己負担額（保険外治療等を除く）が高額になったとき、申請して認められる
と限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
　申請には病院の領収書が必要です。	申請できる期間は医療費を支払った日の翌日から２年間となりますが、確定
申告に必要な人は提出をされる前に申請にお越しください。
　( ※桜井市国保以外の健康保険に加入中の方は､ 診療月に加入している健康保険に問い合わせてください )

上位所得
世帯 ( ☆ )

150,000 円＋（総医療費 -500,000 円）× 1％
<83,400 円 >

住民税
課税世帯 ( ☆ )

80,100 円＋（総医療費 -267,000 円）× 1％
<44,400 円 >

住民税
非課税世帯

35,400 円
<24,600 円 >

70 歳未満の人の自己負担限度額

外来（個人ごと） 入院＋外来（世帯単位）

一定以上所得者
(3 割負担世帯 ) 44,400 円

80,100 円＋
（総医療費 -267,000 円）× 1％

<44,400 円 >
一般所得者
( 課税世帯 ) 12,000 円 44,400 円

住民税
非課税世帯

Ⅱ
8,000 円

24,600 円
Ⅰ 15,000 円

70 歳以上の人の自己負担限度額

※ 上位所得世帯：国保の課税所得が 600 万
円を超える世帯

※  21,000 円以上のもののみ計算の対象とな
ります｡（病院ごとで計算。ただし、入院、
外来、歯科はそれぞれ別計算。）

※ 一定以上所得者：世帯で住民税課税所得が
145 万円以上の 70 歳以上の人がいるとき
に該当する場合があります｡
非課税Ⅱ：非課税世帯 ( Ⅰ ) に該当しない人
非課税Ⅰ：世帯全員の所得が 0 円の人

※上記表の <　> 内の金額は、過去 12 か月に 4 回以上自己負担限度額を超えたときの、4 回目以降の限度額です。

☆		印の区分に該当する人は、自己負担限度額が平成 27年 1月診療分より変更予定です。
自己負担限度額は各世帯の所得の状況や年齢などにより区分の判定をします。☆印の区分に該
当する人は平成 27 年 1 月診療分より自己負担限度額が変更になる場合があります。
上記の表は平成 26 年 12 月診療分までの自己負担限度額ですので注意してください。

　あらかじめ国民健康保険に申請し「限度額適用認定証」の交付を受けた場合、ひとつの医療機関での支払いが高
額療養費の自己負担限度額までで済みます。
 	◎限度額適用認定証の交付を受けるには国民健康保険税に未納または分納のないことが条件になります。
　（70歳以上の人は、住民税非課税世帯の人のみが交付対象になります）

※ 70 歳以上の人は ･･･
高齢受給者証を病院の窓口へ提示することで、ひと月ひとつの医療機関での支払額が限度額を
超える場合、『一般所得者または一定以上所得者の限度額』までの負担になります｡
ただし､ 低所得者の世帯の人は事前に申請すると、『低所得者ⅠまたはⅡ』までの負担になります。

　既に交付している認定証の有効期限は一部の人を除き､ ７月 31 日になっています｡  ８月以降も認定証が必要な      
場合は新しい認定証への更新手続きが必要です｡

※詳しくは､ 保険医療課給付係 （ 42 ‐ 9111 内線 526･527）まで問い合わせてください｡ 【保険医療課】

院外処方を受けられたときは､ 処方し
た病院の外来分と薬代を合算できます

年金収入がある人がいる世帯は、その
人の年金収入が 80 万円未満であること

桜井市国民健康保険　高額療養費について

医療費が高額になりそうな場合は ･･･

毎年 8月は『限度額適用認定証』『標準負担額減額認定証』の更新月です

申請受付：平成 26年８月１日～	
認定証は申請月から適用されます。申請や証の提示が遅れ
た場合、限度額は適用されません。

申請に必要な持ち物　　　○国民健康保険証　　○認印
　※別世帯の人が代理で申請される場合は上記持ち物以外に 委任状	・	代理人の本人確認書類 が必要です。
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　国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合に、申請により保険料の納付が免除される制
度があります。（本人・配偶者・世帯主の前年所得を基に審査します。）
　保険料免除申請は、保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の一部を納め、残りの保険料が免除される「一
部免除」《1/４納付（3/４免除）・半額納付（1/2 免除）・3/4 納付（1/4 免除）》があります。

◆申請して承認されるとその期間は・・・

　※�《1/4 納付》《1/2 納付》《3/4 納付》の承認を受けた場合、その保険料（納めるべき保険料）を納付しないと、
その承認期間は保険料未納期間となりますので注意してください。

　※ 30歳未満の人には、「若年者納付猶予制度」があります。（世帯主の所得審査はありません。）
　※�平成 26 年度に、平成 16年４月から平成 24年３月分の保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が
上乗せされます。

　※平成 26年４月から過去２年までさかのぼって免除申請ができます。

◆申請はお早めに！
　免除の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ること
ができない場合があります。
　★�前年度に全額免除・納付猶予の承認を受け、継続申請を希望した人は、申請する必要がありません。ただし、
次に該当する場合は、全額免除・納付猶予が承認されても毎年免除申請が必要です。

　　　・失業等により承認された場合
　　　・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることにより承認された場合
　　　・特別障害給付金を受給していることにより承認された場合

◆申請に必要なもの
①�年金手帳、印鑑、免除申請者・配偶者・世帯主の前年中の所得を証明するもの（平成 26年１月１日現在、住民登
録が桜井市にある人で市県民税申告済の人は、所得を証明する書類の添付は必要ありません。）
②失業または事業の休止・廃止により免除を申請する場合は、下記のいずれかの書類の添付が必要です。
　　・�「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険被保険者離職票」の写し（離職年月日が平成 25年３月 31日以

降のもの）
　　・離職者支援資金の貸し付けを受けた場合は、「貸付決定通知書」の写し
　　・公的機関が証明する書類

◆申請書提出先・問い合わせ先
保険医療課保険年金係（ ４２‐９１１１内線５２８）　

～国民年金からのお知らせ～　　　　　　　　　　　　　
保険料免除申請について

後から保険料を納付
する場合 ( 追納 )

保険料を納めた場合
と比べて年金額は

年金を受ける
資格期間には

障害・遺族基礎年金
を受けるとき

全額免除

４/８で
計算

１/４納付

５/８で
計算

１/２納付

６/８で
計算

３/４納付

７/８で
計算

納付猶予

計算
されません

保険料未納

２年以内

計算
されません

算入
されません

年金を受給
できない場合あり

算入されます

保険料納付済期間と同じ扱いです

10 年以内なら納めることができます

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

↓

↓

↓

【保険医療課】
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  平成 26 年度の介護保険料について、７月中旬に保険料額や納め方等を記載した決定通知書を送付します。普通徴
収の人には併せて納付書等を送付します。
  みなさんが納めた介護保険料は、介護保険制度を運営するための大切な財源となります。

所　 得
段　 階 第１段階 第２段階 第３段階

第４段階
第５段階 第６段階 第７段階

1 2

対象と
なる人

生活保護を
受給してい
る人、又は
世帯全員が
市民税非課
税で老齢福
祉年金を受
給している
人

世帯全員が
市 民 税 非
課税で、前
年の課税年
金収入額と
合計所得金
額の合計が
80 万 円 以
下の人

世帯全員が
市 民 税 非
課税で、前
年の課税年
金収入額と
合計所得金
額の合計が
80 万 円 を
超える人

同一世帯に
市民税課税
者 が い て、
本人が市民
税非課税で
前年の合計
所得金額と
課税年金収
入額の合計
が 80 万 円
以下の人

同一世帯に
市民税課税
者 が い て、
本人が市民
税非課税で
第４－１段
階以外の人

本人が市民
税課税者で
前年の合計
所得金額が
190 万円未
満の人

本人が市民
税課税者で
前年の合計
所得金額が
190 万円以
上 400 万
円未満の人

本人が市民
税課税者で
前年の合計
所得金額が
400 万円以
上の人

保 険 料 の
調整率

基準額
× 0.5

基準額
× 0.5

基準額
× 0.75

基準額
× 0.9 基準額 基準額

× 1.25
基準額
× 1.5

基準額
× 1.7

保険料
（年額） 25,780 円 25,780 円 38,680 円 46,420 円 51,570 円 64,470 円 77,360 円 87,680 円

◆	どのように納めるの？
  個別に納める ｢普通徴収｣ と、年金から天引きとなる「特別徴収」があります。          

普 通 徴 収 特 別 徴 収
納付書で納める人は、市役所または、取扱金融機関で納
めてください。口座振替を契約している人は、指定の口
座から年８回に分けて引き落としとなります。

年金が年額 18 万円以上の人は、年６回偶数月に支払わ
れる年金から天引きとなります。

▽ 年金の年額が 18 万円以上でも、つぎの場合は、一時的に普通徴収になります。
　○年度途中で 65 歳になった
　○年度途中で他の市町村から転入した
　○年金を担保に借入をした
　○年金統合等により、年金番号が変わった
　○年度の途中で保険料の額が変わった
　○現況届の出し忘れ等により、定期支払時に年金を受け取ることが１回でもできなかった

▽ 問い合わせ先　高齢福祉課介護保険係（ ４２ ‐ ９１１１　内線２８６・２８７）　　　　　　　　【高齢福祉課】

◆介護保険料はいくら？
○桜井市の平成 26 年度の介護保険料はつぎのとおりです。
○ 本市においてどのくらい介護サービスが利用されるかなどを検討して、円滑な介護給付を実施できるように算出

した本市の平成 26 年度の介護保険料基準額は、５１，５７０円（年額）です。
○ ｢基準額｣ は所得段階の ｢第４段階の２｣ の額にあたります。
○保険料は、「基準額」をもとに、所得に応じた負担となるよう、８段階に調整されます。

◆	介護保険料を納めないとどうなるの？
  特別な事情がないのに、保険料を滞納し、納付相談などに応じられない場合は、介護サービス利用時に、未納期間
に応じて保険給付が一時差し止めになったり、利用者負担が１割から３割になったりする給付制限措置を受けるこ
とになります。
　介護保険料は、必ず納めてください。

65 歳 以 上 の 人（ 第１号 被 保 険 者 ）の 介 護 保 険 料
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後期高齢者医療制度の保険料について
　7 月中旬に被保険者のみなさんに平成 26 年度の保
険料額と納付方法についてお知らせが届きます。
　みなさんが納める保険料は、後期高齢者医療制度を
支える大切な財源となります。

● 保険料額について 
　平成 26 年度の保険料額は平成 25 年中の所得をも
とに 7 月に確定します。（すでに年金から天引きされ
ている人の保険料は平成 24 年中の所得をもとにした
仮徴収額です。今回、平成 25 年中の所得により算定
した結果、保険料の増減や、還付が発生する場合があ
ります。）
● 納付方法について 
　保険料は、通常年金から天引き（特別徴収）される
こととなりますが、一部納付書等で納めていただく場
合もあります。（年金を受給されていない人や一定の
条件に該当する人。）
　一人ひとりの納付方法について詳しくは、7 月中旬
に届くお知らせで確認してください。

● 納付方法の変更について 
　特別徴収（年金天引）の人で、口座振替での納付を
希望する人は、保険証・預金通帳・通帳の届け印を持
参のうえ、市内に本・支店のある金融機関（市内の金
融機関には口座振替の依頼用紙が備えつけられていま
す）で口座振替の手続をしてください。その後、口座
振替依頼書の本人控えを、必ず保険医療課医療係の窓
口へ提出し、納付方法変更を申し出てください。
《口座振替への変更に関しての注意点》
○ 口座からのお支払いへ変更した場合、その社会保険

料控除は、口座振替により支払った人に適用されま
す。これにより、所得税や住民税が減額となる場合
がありますので、ご留意ください。 

○ 特別徴収（年金からの天引き）を希望する場合は、
納付方法変更の手続きは不要です。 普通徴収（納付
書で保険料を納付）の人で、口座振替を希望する人
は、保険証・預金通帳・通帳の届け印を持参のうえ、
市内に本・支店のある金融機関へ申込んでください。

▽  問い合わせ先　保険医療課医療係（ 42 ‐ 9111
内線　522・524）　　　　　　　　　【保険医療課】

　平成 26 年 8 月 1 日から使用していただく新しい被保険者
証を、７月 19 日（土）～７月 27 日（日）のあいだに、順次、
簡易書留にて送付します。（郵便局の配達員が何度か訪問し
ますが、配達が完了しない場合は、７月 27 日（日）に不在
連絡が投函されます。）
　新しい被保険者証は、右上にある有効期限が「平成 27 年
7 月 31 日」となっています。8 月 1 日以降に医療機関にか
かる時は、必ず新しい被保険者証を提示してください。
　なお、有効期限の切れた被保険者証は、保険医療課医療
係の窓口へ返却するか、ハサミを入れるなどして厳重に処
分してください。

▽  問い合わせ先　保険医療課医療係（ 42 ‐ 9111 内線 522・524）　　　　　　　　　　　　　【保険医療課】

後期高齢者医療制度の被保険者証が更新されます

清
掃
公
社
か
ら
の

お
知
ら
せ

浄
化
槽
清
掃
に
つ
い
て

　
「
浄
化
槽
法
」
で
は
、
１
年

に
１
回
清
掃
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
浄

化
槽
を
清
掃
し
な
い
と
、
河

川
の
汚
染
や
浄
化
槽
の
故
障

（
詰
ま
り
）
の
原
因
に
な
り
ま

す
の
で
、
１
年
に
１
回
清
掃

を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。
申

込
は
清
掃
公
社
ま
で
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

◆	

手
数
料
口
座
振
替
の
お
願

い

　

し
尿
く
み
取
り
家
庭
の

「
一
般
廃
棄
物
処
理
手
数
料

（
ふ
ん
尿
）」
の
支
払
い
は
、

便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
市
内
の
金
融
機

関
又
は
清
掃
公
社
ま
で
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
清
掃
公
社

45
‐
２
０
０
５
】
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健康だより

番号のおかけ間違いのないようにご注意ください。

8
乳幼児対象事業（妊婦・乳幼児と保護者対象）

乳幼児健康診査（対象者には個人通知します）
事業名 対象者 日時（受付時間）場所 内容 持ち物

４か月児
健康診査

平 成 26 年 4 月 1 日 ～
4 月 15 日生まれ

8 月 18 日（月）
13：00 ～ 14：00

保
健
会
館

身体計測・問診・診察（内
科）・離乳食の話・育児
相談

母子健康手帳・乳幼
児健康管理票・問診
票・バスタオル平成 26 年 4 月 16 日～

4 月 30 日生まれ
8 月 28 日（木）
13：00 ～ 14：00

10 か月児
健康診査

平成 25 年 10 月 1 日～
10 月 15 日生まれ

8 月 19 日（火）
13：00 ～ 14：00 身体計測・問診・診察（内

科）・育児相談・歯科相談・
栄養相談

母子健康手帳・問診
票・バスタオル平成 25 年 10 月 16 日

～ 10 月 31 日生まれ
8 月 29 日（金）
13：00 ～ 14：00

1 歳 6か月児
健康診査

平 成 25 年 1 月 1 日 ～
1 月 15 日生まれ

8 月 7 日（木）
13：00 ～ 14：00

身体計測・問診・診察（内
科・ 歯 科 ）・ 育 児 相 談・
歯科相談・栄養相談・発
達相談

母子健康手帳・健康
診査票・歯科診査票平成 25 年 1 月 16 日～

1 月 31 日生まれ
8 月 8 日（金）
13：00 ～ 14：00

2 歳 6か月児
歯科健康診査

平成24 年1 月生まれ 8 月 7 日（木）
  9：00 ～ 10：00

問 診・ 診 察（ 歯 科 ）・ 歯
科相談・育児相談
※ 保護者の歯科健診も実

施しています。

母子健康手帳・歯科
診 査 票（ 子 ど も 用・
保護者用）・質問票・
ハブラシ・タオル

3 歳 6か月児
健康診査

平 成 23 年 1 月 1 日 ～
1 月 15 日生まれ

8 月 20 日（水）
13：00 ～ 14：00

尿検査・身体計測・問診・
診察（内科・歯科）・育児
相談・歯科相談・栄養相
談・発達相談

母子健康手帳・健康
診査票・アンケート
票・当日朝一番の尿平成 23 年 1 月 16 日～

1 月 31 日生まれ
8 月 21 日（木）
13：00 ～ 14：00

相談・教室
事業名 対象者 日時 場所 内容 持ち物 申込

すくすく相談
（乳幼児

健康相談）

主 に 生 後 9 か 月 未
満の乳児

8 月 19 日（火） 
 9：30 ～ 10：00 ▲ 保

健
会
館

身体計測・育児相談・栄
養相談

母子健康手帳・
バスタオル

不
要主 に 生 後 9 か 月 ～

1 歳 7 か月未満の乳
幼児

8 月 26 日（火）  
9：30 ～ 10：00 ▲

もぐもぐ教室
（離乳食教室）

◆

生 後 5 か 月 ～ 8 か
月 未 満 の 乳 児 の 保
護者

8 月 22 日（金）
13：30 ～ 15：00 ◎

中
央

公
民
館

離乳食の話・実演・試食
※対象児に限り託児あり

（託児定員　12 名）
母子健康手帳・
筆記用具 要

パパママ教室
◆

第 1 子目の妊娠 6
か月～ 9 か月未満
の妊婦とその家族

8 月 23 日（土）
9：30 ～ 12：00 ◎

保
健
会
館

赤ちゃん人形で沐浴やオ
ムツ交換・抱っこ体験等
妊婦体験（希望者）

母子健康手帳・
筆記用具 要

（
15
組
）

▲…受付時間　◎…実施時間　◆…〈要申込〉の事業は電話で健康推進課（ 45‐ 3443）まで。
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健康だより

予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

　

対
象
者
に
は
、
４
月
に
個
人
通

知
し
て
い
ま
す
が
、
接
種
が
ま
だ

の
人
は
早
め
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

◆ 

二
種
混
合
（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
破

傷
風
）
第
２
期

▽ 

対
象
者　

小
学
６
年
生
（
平
成

14
年
４
月
２
日
～
平
成
15
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）

※ 

乳
幼
児
期
に
三
種
混
合
ま
た
は

二
種
混
合
予
防
接
種
の
基
礎
免

疫
が
完
了
し
て
い
る
児
童
。

▽
料
金 　

無
料　

※ 

接
種
料
金
は
市
が
負
担（
約
６
、

０
０
０
円
）
し
ま
す
が
、
期
間

を
過
ぎ
る
と
有
料
に
な
り
ま

す
。

◆ 

麻
し
ん
風
し
ん
混
合
（
Ｍ
Ｒ
）

ワ
ク
チ
ン
第
２
期

▽ 

対
象
者　

来
年
小
学
校
に
入
学

す
る
人
（
平
成
20
年
４
月
２
日

～
平
成
21
年
４
月
１
日
生
ま

れ
）

▽ 

料
金　

無
料　

※ 

接
種
料
金
は
市
が
負
担
（
約

１
０
、０
０
０
円
）
し
ま
す
が
、

期
間
を
過
ぎ
る
と
有
料
に
な
り

ま
す
。

◆
共
通

▽ 

期
間　

平
成
27
年
３
月
31
日
ま

で
（
期
間
中
１
回
）

▽ 

持
参
品　

母
子
健
康
手
帳
・
予

診
票
（
押
印
）

※ 

事
前
に
医
療
機
関
へ
予
約
を
し

て
く
だ
さ
い
。　

※ 

市
外
の
医
療
機
関
で
接
種
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
、
接
種
前
に

健
康
推
進
課
で
手
続
き
が
必
要

で
す
。
手
続
き
に
は
母
子
健
康

手
帳
・
予
診
票
・
印
鑑
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

問
い
合
わ
せ
先　

健
康
推
進
課

（

45
‐
３
４
４
３
）

３
種
混
合
（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
百

日
せ
き
・
破
傷
風
）
ワ
ク
チ
ン

の
製
造
販
売
中
止
に
つ
い
て

　

３
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販

売
業
者
よ
り
、
４
種
混
合
ワ
ク
チ

ン
（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
百
日
せ
き
・

破
傷
風
・
不
活
化
ポ
リ
オ
）
の
供

給
量
が
確
保
で
き
て
い
る
こ
と
か

ら
、
今
後
、
３
種
混
合
ワ
ク
チ
ン

の
製
造
は
行
わ
ず
、
順
次
販
売
を

中
止
し
て
い
く
と
の
連
絡
が
あ
り

ま
し
た
。（
１
社
は
製
造
・
販
売

を
継
続
し
、
３
種
混
合
ワ
ク
チ
ン

が
必
要
な
子
ど
も
に
対
応
で
き
る

よ
う
に
す
る
と
の
こ
と
。）

　

３
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
と
不
活
化

ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
さ
れ

て
い
る
人
は
、
母
子
健
康
手
帳
で

接
種
回
数
を
確
認
し
、
接
種
が
完

了
し
て
い
な
い
人
は
、
早
め
に
接

種
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

▽ 

持
参
品 　

母
子
健
康
手
帳
・

予
診
票
（
押
印
）

※ 

事
前
に
医
療
機
関
へ
予
約
を
し

て
く
だ
さ
い
。　

※ 

市
外
の
医
療
機
関
で
接
種
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
、
接
種
前
に

健
康
推
進
課
で
手
続
き
が
必
要

で
す
。
手
続
き
に
は
母
子
健
康

手
帳
・
予
診
票
・
印
鑑
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

問
い
合
わ
せ
先　

健
康
推
進
課

（

45
‐
３
４
４
３
）

健
康
カ
レ
ン
ダ
ー

　
　
　

訂
正
の
お
知
ら
せ

　　
「
桜
井
市
２
０
１
４
年
度 

健
康

カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
訂
正
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

★ 

各
種
健
（
検
）
診
・
予
防
接
種

実
施
医
療
機
関
一
覧
（
６
ペ
ー

ジ
）
の
桜
井
病
院　

肝
炎
ウ
イ

ル
ス
検
診
・
前
立
腺
が
ん
検
診
・

大
腸
が
ん
検
診
・
70
歳
以
上
肺

炎
球
菌
…
●
を
追
加
。

★ 
桜
井
市
休
日
応
急
診
療
所
詳
細

（
７
ペ
ー
ジ
）
の
受
付
時
間
変

更
。

・ 

午
前
の
部　

午
前
10
時
～
午
後

４
時

・
午
後
の
部　

午
後
６
時
～
11
時

（
受
付
終
了
時
間
が
な
く
な
り
、

診
療
時
間
の
終
わ
り
ま
で
受
付
し

て
い
ま
す
。）　

　

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
手

持
ち
の
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
の
訂
正

を
お
願
い
し
ま
す
。

事 業 名 対 象 者 日 時（ 受 付 時 間 ） 場所 内 容 料 金 申 込

胃 が ん・ 肺
がんセット
検診

35 歳 以 上 の
市民

８月４日（月）
9：00 ～ 11：20

市
役
所

胃がん検診：
バリウムを飲んで胃
部のレントゲン撮影

900 円

要
（定員
15 名）

８月１１日（月）
9：00 ～ 11：20

肺がん検診：
胸部のレントゲン撮
影と痰の検査（必要
な人のみ）

無料
（ただし、痰の

検査が必要な
場合は 300 円）

８月 1 ８日（月）
9：00 ～ 11：20

※申込みは電話で医療センター（ 45 ‐ 2505）、または健康推進課（ 45‐ 3443）まで（定員になり次
第締め切りになります）。妊娠中又は妊娠の可能性のある人、授乳中の人は検診を受けることができません。
胃腸疾患の治療中の人はかかりつけの医療機関で受診してください。

◎検（健）診をうけましょう！◎
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健康だより

　～食生活改善推進員と一緒に
　　　　　　食事について楽しく学びましょう！～

▽ 対象者　小学生とその保護者

▽ 日時　８月 27 日（水）午前 10 時～午後 1 時

▽ 場所　中央公民館　調理実習室

▽ 定員　12 組　　　　　　

▽ 料金　1 組５００円
　（子ども２人目から１人につき１００円追加）

▽  申込方法　８月 22 日（金）までに電話で健康推進課
　（ 45‐ 3443）へ申込んでください。

健
康
相
談	

　
「
健
診
結
果
が
気
に
な
る
」「
生
活
習
慣
を
見
直
し

た
い
が
、
具
体
的
に
何
を
し
た
ら
い
い
の
？
」
等
、

生
活
習
慣
病
に
関
す
る
相
談
を
受
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

生
活
改
善
を
し
な
い
と
い
け
な
い
の
は
分
か
っ
て
い
る
け

ど
実
行
が
で
き
な
い
人
に
対
し
て
も
、
実
行
に
向
け
て
の
お

手
伝
い
を
し
ま
す
。
必
ず
電
話
で
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

８
月
25
日
（
月
）
午
前
９
時
30
分
～
11
時　

▽
場
所　

市
役
所
３
階
第
１
会
議
室

▽ 

内
容　

保
健
師
・
管
理
栄
養
士
の
健
康
相
談
、
血

☆

圧
測
定
、

　

身

☆

長
・
体
重
測
定
、
体

☆

脂
肪
測
定
、
尿

☆

検
査　
　

　

☆
は
必
要
な
人
の
み
実
施　

▽ 

持
ち
物　

健
康
手
帳
、
検
査
結
果
等
、
健
康
状
態
が
わ
か

る
も
の
で
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

▽
料
金　

無
料

▽ 

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
推
進
課
（

45
‐

３
４
４
３
）

要予約

第
22
回
奈
良
県
高
齢
者
い

い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル
募
集

に
つ
い
て

▽ 

応
募
資
格　

70
歳
以
上
で
歯
の

健
康
な
人
（
若
干
の
欠
損
歯
、

か
ぶ
せ
等
可
）。第
19
回
、20
回
、

21
回
の
最
優
秀
の
人
は
除
く
。

▽ 

応
募
方
法　

官
製
ハ
ガ
キ
に
郵

便
番
号
、
住
所
、
氏
名
（
ふ
り

が
な
）、電
話
番
号
、生
年
月
日
、

性
別
、
年
齢
を
明
記
し
、
奈
良

県
歯
科
医
師
会
・
高
齢
者
い
い

歯
コ
ン
ク
ー
ル
係
（
〒
６
３
０

‐
８
０
０
２
奈
良
市
二
条
町
２

丁
目
９
‐
２
）
ま
で
。

▽
応
募
期
限　

８
月
31
日
（
日
）

▽ 

審
査
お
よ
び
表
彰

・ 

日
時　

10
月
２
日
（
木
）
正
午

～
午
後
４
時
30
分

・ 

場
所　

奈
良
市
二
条
町
２
丁
目

９
‐
２
奈
良
県
歯
科
医
師
会
館

※ 

８
０
２
０
達
成
者
に
は
認
定
証

が
授
与
さ
れ
、
最
優
秀
者
に
は

後
日
、
知
事
よ
り
賞
状
が
授
与

さ
れ
ま
す
。

※ 
昼
食
は
済
ま
せ
て
か
ら
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

▽ 

主
催　

一
般
社
団
法
人
奈
良
県

歯
科
医
師
会

▽
共
催　

奈
良
県

▽ 

後
援　

一
般
財
団
法
人
奈
良
県

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
公
益
財

団
法
人
８
０
２
０
推
進
財
団

▽ 

問
い
合
わ
せ
先　

奈
良
県
歯
科

医
師
会
（

０
７
４
２
‐
33
‐

０
８
６
１
）

効率的なごみ収集のためのお願い！

　家庭から出るごみは、ステーション方式（一
定の戸数、区域ごとに集積場所を設けること）
で収集し、集積場所を出来る限り少なくするの
が効率的です。そのためには先ず、ごみカレン
ダーで確認し、決められた日の決められた時間

（午前８時３０分）までに、決められた場所に出
すルールを守っていただくことが必要です。
　決められた場所というのは、区長及び総代等
の申し出により、環境部と協議して決めていま
す。（集積場所のわからない場合は区長及び総代
に確認してください。）
　収集車が安全かつ効率的に運行できるように、
市民のみなさんのなお一層のご協力をお願いし
ます。

▽ 問い合わせ先　環境部業務課
　（ ４５ ‐ ２００１）　　　　　　　【環境部】

搬入受付期日 受 付 時 間
７月１２日（土） ８：４０～１１：３０
７月２６日（土） ８：４０～１１：３０
８月　９日（土） ８：４０～１１：３０
８月２３日（土） ８：４０～１１：３０
９月１３日（土） ８：４０～１１：３０
９月２７日（土） ８：４０～１１：３０

※次回のお知らせは、１０月号です。

家庭及び事業所ごみ（一般廃棄物）の搬入受付について

燃やせるごみ及び資源物の特別収集について

　７月 21 日（月・祝）は海
ハッピーマンデー※

の 日ですが、平常どおり月・
木曜コースの燃やせるごみ及び火・金曜コースの資源物を
収集しますので、クリーンカレンダーで確認してください。

▽ 問い合わせ先　環境部業務課（ ４５ ‐ ２００１）　
※ ハッピーマンデー制度とは、日本において国民の祝日の

一部を従来の日付から特定の月曜日に移動させる制度を
いいます。　　　　　　　　　　　　　　　　 【環境部】
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ひみこちゃん
記紀万葉の地を訪れる‐その２‐

　相撲神社は、約 2000 年前に野
の み の す く ね

見宿禰と当
た い ま の け は や

麻蹴速が相撲を
とったとされている国技発祥の地やねんて。『日本書紀』には、
相撲の勝負をして、野見宿禰が当麻蹴速に勝ったと書かれてい

て、この神社は「勝負の地」とされているよ。
　野見宿禰の雄姿を刻んだ「勝利の聖」

の碑が平成 25 年 7 月に地元のみなさ
んによって建てられたよ！
　すごくかっこいいなぁ。

今回は、市民目線で「桜井のとっておき」を選んだ「大和
さくらい１００選」の中から、桜井市穴師にある「相撲神社」
に行ってきたでぇ～。

地元のみなさんが神社内
に土俵をきれいに作って
くれたよ！

ココ！

観光まちづくり課
の前でうちに会え
るよ～！

公式ホームページ
「ひみこちゃんのページ」
http://www.city.sakurai.nara.jp/
himiko/index.html
桜井市役所　観光まちづくり課
（ 42 ‐ 9111 内線 348）
E-mail：kanko@city.sakurai.nara.jp

【観光まちづくり課】

ひみこちゃん
記紀万葉の地を訪れる‐その２‐
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ス
ズ
メ
バ
チ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

ス
ズ
メ
バ
チ
に
は
、通
常
、巣
を
触
っ
た
り
近
づ
い
た
り
し
な
け
れ
ば
襲
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、毛
虫
な
ど
の
害
虫
を
食
べ
、私
達
の
生
活
に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
夏
か
ら
秋
は
活
動
も

盛
ん
に
な
る
季
節
で
す
。巣
も
大
き
く
な
り
、ハ
チ
の
数
も
増
え
、警
戒
心
が
強
く
な
り
ま
す
。人
が
巣
の

近
く
を
通
っ
た
際
、巣
に
振
動
が
伝
わ
り
、興
奮
し
て
攻
撃
し
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
巣
を
作
る
の
？

　

種
類
に
よ
っ
て
巣
を
作
る
場
所
は
異
な
り

ま
す
が
、
生
垣
や
軒
下
、
天
井
裏
な
ど
に
多

く
み
ら
れ
、
山
の
中
で
は
土
手
や
木
の
洞
な

ど
に
も
営
巣
し
ま
す
。

◆ 

巣
の
特
徴
は
？

　

種
類
に
よ
っ
て
多
少
異
な
り
ま
す
が
、マ
ー

ブ
ル
模
様
で
下
側
に
小
さ
い
出
入
口
が
１
か

所
あ
る
も
の
が
典
型
的
で
す
。

◆ 

巣
の
駆
除
は
？

　

市
で
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、土
地
家
屋
の

所
有
者
か
管
理
者
が
自
ら
の
責
任
で
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
自
ら
駆
除
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合

は
、
専
門
業
者（
有
料
）に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

◆	

刺
さ
れ
な
い
ポ
イ
ン
ト

①
巣
に
刺
激
を
与
え
な
い
。

②
黒
い
色
は
避
け
る
。

※ 

香
水
や
整
髪
料
な
ど
の
匂
い
に
も
敏
感
で
、黒

い
物
と
同
じ
反
応
を
示
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

③
ハ
チ
を
振
り
払
わ
な
い

　

 

飛
ん
で
き
た
ハ
チ
を
手
で
振
り
払
う
と
、ハ

チ
は
攻
撃
さ
れ
た
と
判
断
し
反
撃
体
制
に
入

り
ま
す
。巣
か
ら
離
れ
た
場
所
で
は
何
も
し

な
い
か
ぎ
り
襲
う
こ
と
は

な
い
の
で
、む
や
み
に
振

り
払
お
う
と
し
な
い
で
飛

び
去
る
ま
で
じ
っ
と
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

④
姿
勢
を
低
く
す
る

　

 

姿
勢
を
低
く
す
る
と
ハ
チ
が
人
間
を
見
失
い

飛
び
去
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、巣
の
近
く

で
黒
い
物
を
身
に
つ
け
て
い
る
場
合
は
、か

が
む
動
き
を
す
る
と
さ
さ
れ
る
危
険
が
あ
る

た
め
、で
き
る
だ
け
巣
の
遠
く
に
逃
げ
て
く

だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　

　
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

ハ
チ
の
巣
や
ヘ
ビ
な
ど
の
駆
除
依
頼
が
、市
役
所
に
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、宅
地
内

は
個
人
の
責
任
に
お
い
て
管
理
し
て
い
た
だ
く
事
に
な
り
ま
す
の
で
、ゴ
キ
ブ
リ
な
ど
の
害

虫
と
同
様
に
、個
人
で
の
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、野
良
猫
等
の
捕
獲
行
為
は
、動
物

虐
待
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
市
役
所
で
の
対
応
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
【
市
民
協
働
課
】

福祉医療の申請はお済みですか？

　

次
の
福
祉
医
療
制
度
の
受

給
対
象
者
に
、
平
成
26
年
度

分
（
有
効
期
間
：
平
成
26
年

８
月
１
日
～
平
成
27
年
７
月

31
日
）
の
受
給
資
格
証
交
付

申
請
書
を
６
月
に
送
付
し
て

い
ま
す
。
ま
だ
手
続
き
を
し

て
い
な
い
人
は
、
お
早
め
に

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
請
書
が
届
い
て

い
な
い
人
で
も
、
受
給
対
象

に
該
当
さ
れ
る
と
思

わ
れ
る
人
は
、
保

険
医
療
課
医
療

係
ま
で
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ

い
。◆	

重
度
心
身

障
害
者
医

療
費
助
成
制

度
〈
対
象
者
〉

 

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
１
、

Ａ
２
を
持
っ
て
い
る
人

※ 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
さ
れ
て
い
る
人
は
除

き
ま
す
。

※ 

所
得
に
よ
る
受
給
制
限
が

あ
り
ま
す
。

◆	

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

助
成
制
度

〈
対
象
者
〉

① 

配
偶
者
の
い
な
い
女
子
ま

た
は
男
子
で
、
現
に
18

歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
お
よ
び
そ
の
児

童
② 

父
母
の
い
な
い
18
歳
未
満

の
児
童
お
よ
び
そ
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
配
偶
者

の
い
な
い
女
子
ま
た
は
男

子
、
婚
姻
を
し
た
こ
と
が

な
い
女
子
ま
た
は
男
子

※ 

所
得
に
よ
る
受
給
制

限
が
あ
り
ま
す
。

※ 

児
童
が
児
童
福

祉
施
設
に
入

所
し
て
い
る

人
や
、
児
童
を

里
親
に
委
託
し

て
い
る
人
は
対

象
と
な
り
ま
せ

ん
。

◆	

乳
幼
児
・
小
児
等

医
療
費
助
成
制
度

　

更
新
手
続
き
は
不
要
で

す
。
た
だ
し
、
平
成
26
年
度

の
課
税
証
明
書
、
ま
た
は
非

課
税
証
明
書
の
提
出
を
お
願

い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽ 

問
い
合
わ
せ
先　

保
険

医
療
課
医
療
係
（

42
‐
９
１
１
１
内
線

５
２
２
・
５
２
４
）

【
保
険
医
療
課
】

福祉医療費助成制度にかかる受給資格証の
有効期限は７月末日で一旦満了します
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図 書 館 か ら の お 知 ら せ

おはなし会の案内（当日参加）
　『桜井おはなしの会』や『こども読

よ

未
み

知
ち

』、職員によるおはなし会を開催しています。
月 日 対 象 時 間 内 容 場 所

７

5日（土） こども（小学生から）
午後 3時～ 3時 30 分

おはなしや絵本の読み
聞かせなど おはなしのへや12 日（土） こども（3歳～ 6歳）

19 日（土） どなたでも 絵本の読み聞かせなど26 日（土） こども（2歳まで） 午後 3時～ 3時 15 分
※大人も入場できます

●�新しい本の情報については、図書館内の配布資料やホームページでも見ることができます。
☆�お願い　次に読みたい人が待っている場合もありますので、本の返却期限は必ず守ってください。
期限を過ぎてもご返却がない場合、貸出停止になることがあります。
　みなさんのご理解とご協力をお願いします。
◎今月の休館日は、毎週火曜日と第２金曜日（11 日） です。

【図書館 44 ‐ 2600　ホームページアドレス http://www.library.sakurai.nara.jp】

●調べる学習
　自分の決めたテーマについて、図書館の資料を使っ
て調べます。調べた内容をまとめ９月上旬に図書館・
教育委員会が審査を行います。優秀作品には賞状と賞
品を授与します。

▽対象者　市内の小学校に通う１～６年生
※�８月２日（土）・９日（土）・16 日（土）午前 10
時 30 分から 11 時 30 分までの３日間は図書館職
員が一緒に調べるお手伝いをします。
～お手伝い内容～
①テーマを決める
②図書館の資料を探す
③テーマをまとめる　など

▽定員　20名

▽持ち物　筆記用具

▽ �申込方法　図書館カウンターで７月２日（水）から
27日（日）までに申込んでください。

●図書館の仕事を体験してみよう！
　　　～「子ども１日図書館員」募集～

▽体験日　８月３日（日）
　　　　　午前９時～午後３時（昼食１時間）

▽体験内容　本の貸出や返却、図書整理作業など

▽対象者　市内の小学校に通う５、６年生

▽定員　４人（応募多数の場合は抽選）
※�参加が決定した人には、詳細事項を保護者宛に送付
します。

▽申込方法　図書館カウンターで申込んでください。

▽募集期間　７月２日（水）～９日（水）

●からくりおもちゃ手作り教室
　　　～「はしごくだり」を作ろう！～

▽日時　８月９日（土）
　　　　午後１時 30分～３時 30分

▽ �講師　奈良町からくりおもちゃ館職員

▽ �対象者　小・中学生（小学校１～
３年生は保護者の付き添いが必
要）

▽定員　25名

▽ �材料費　700 円（教室当日に集め
ます）

▽ �持ち物　筆記用具・定規（30cm
程度）・カッターナイフ・彩色道
具（マジック・クレヨンなど）

▽ �申込方法　往復ハガキまたはメー
ルで、桜井市立図書館（〒 633
‐ 0051 大 字河西 31 番地・E メール tosyokan.
sakura@office.eonet.ne.jp）へ申込んでください。
図書館カウンターでも受付けています。
　
●ブックラリー
　　　～みんなで「うさぎさん」を作ろう～
　８月１日（金）から 31日（日）までの期間、みな
さんに「どくしょのきろく」をお渡しします。児童書
コーナーの中から、読んだ本の冊
数を合計して、エントランスに飾っ
てある「うさぎさん」ができていき
ます。

調べて
　みよう！
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制
度
・
行
政
情
報
・
相
談
・
募
集
・

催
し
・
講
座
・
教
室
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

｢

資
産
等
報
告
書｣

の
閲
覧

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
桜
井

市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

条
例
、
お
よ
び
桜
井
市
長
の
資
産

等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
に
基
づ

き
、
７
月
１
日
（
火
）
か
ら
「
資

産
等
報
告
書
」
等
の
閲
覧
を
実
施

し
ま
す
。

▽
閲
覧
受
付
場
所

　

秘
書
課
（
市
役
所
３
階
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
秘
書
課
】

有
害
野
生
獣
被
害
に
対
す
る
防

護
柵
補
助
制
度
の
案
内

　　

イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
に
よ
る
農
作

物
被
害
抑
制
の
た
め
、
農
業
者
に

よ
る
防
護
柵
設
置
費
を
支
援
す
る

補
助
事
業
を
次
の
内
容
に
て
実
施

し
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
補
助
対
象
事
業

・�

電
気
柵
、
ト
タ
ン
、
メ
ッ
シ
ュ

フ
ェ
ン
ス
等
の
防
護
柵
の
設
置

に
係
る
材
料
費
。

・�

原
則
と
し
て
３
戸
以
上
の
受
益

者
が
ま
と
ま
っ
て
設
置
す
る
場

合
に
限
る
。
た
だ
し
、
地
形
上

等
の
理
由
に
よ
り
３
戸
以
上
の

受
益
者
の
ま
と
ま
り
が
困
難
な

場
合
は
２
戸
以
下
で
の
設
置
で

も
対
象
と
す
る
。

▽
補
助
率　

材
料
費
×
６
／
10

た
だ
し
、
構
成
員
数
で
案
分
し

て
１
戸
当
た
り
補
助
金
交
付
額

２
５
、０
０
０
円
を
上
限
と
す

る
。

※�

要
望
額
の
合
計
が
予
算
を
超
え

た
場
合
は
、
調
整
す
る
こ
と
に

な
り
補
助
金
額
が
要
望
額
よ
り

少
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

農
林
課
（

42
‐
９
１
１
１
内
線
３
４
４
）

【
農
林
課
】

献
血
の
ご
協
力
を

                          

お
願
い
し
ま
す

▽�

場
所　

桜
井
南
小
学
校

　
　
　
　
（
大
字
浅
古
21
番
地
）

▽�

日
時　

７
月
９
日
（
水
）
午
前

９
時
30
分
～
午
後
１
時
、
午
後

２
時
～
３
時
30
分

※�

当
日
、
献
血
協
力
者
に
は
ハ

ロ
ー
キ
テ
ィ
ー
×
け
ん
け
つ

ち
ゃ
ん
近
畿
限
定
コ
ラ
ボ
携
帯

マ
ス
コ
ッ
ト
を
進
呈
し
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

県
赤
十
字
血

液
セ
ン
タ
ー
（

０
７
４
３
‐

56
‐
６
１
０
０
）

障
が
い
者
（
児
）
の
市
民
プ
ー

ル
無
料
利
用
に
つ
い
て

▽�

目
的　

障
が
い
者
（
児
）
の
社

会
参
加
の
促
進
と
健
康
増
進
な

ら
び
に
健
常
者
と
の
ふ
れ
あ
い

を
目
的
と
す
る
。

▽
対
象
者

①�

市
内
在
住
、ま
た
は
在
勤
者
で
、

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳

お
よ
び
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
所
持
者
。（
介
護
者
２
名

を
含
む
）

②�
遊
泳
の
で
き
る
健
康
状
態
に
あ

る
人
。（
た
だ
し
、
失
禁
状
態

で
な
い
人
）

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
帳
を
プ
ー
ル

受
付
で
提
示
し
、
係
員
の
確
認
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
介
護

を
要
す
る
人
が
利
用
す
る
場
合
に

は
、
必
ず
介
護
者
が
同
伴
し
責
任

を
持
っ
て
安
全
管
理
等
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。　
　
【
社
会
福
祉
課
】

け
い
さ
つ
コ
ー
ナ
ー

○
自
転
車
・
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
の
乗
り
物
盗
に
注
意
!!

　

夏
休
み
に
な
り
、
子
ど
も
た
ち
の
活
動
範
囲
が
広
が
る
と
、
自
転
車

等
が
盗
難
被
害
に
遭
い
や
す
い
状
態
と
な
り
ま
す
。

　

自
転
車
の
場
合
、
盗
ま
れ
る
ケ
ー
ス
の
大
半
は
『
施
錠
忘
れ
』
に
よ

る
も
の
で
す
。
自
転
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
を
停
め
る
時
は
、
付
属
の
鍵
を

確
実
に
か
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
お
子
さ
ん
に
も
鍵
か
け
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
注
意
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

　

丈
夫
な
ワ
イ
ヤ
ー
錠
や
Ｕ
字
ロ
ッ
ク
な
ど
の
補
助
錠
を
か
け
て

『
ツ
ー
ロ
ッ
ク
』
に
し
て
い
た
だ
く
と
、
よ
り
一
層
盗
難
被
害
に
遭
い

に
く
く
な
り
ま
す
。

○
水
難
事
故
に
ご
用
心　
　

　

夏
場
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
水
遊
び
な
ど
の
機
会
が
増
え
が
ち

で
す
が
、
た
め
池
や
河
川
敷
は
、
足
を
す
べ
ら
せ
て
事
故
と
な
る
危
険

が
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
整
備
さ
れ
て
い
る
河
川
敷
で
も
、
急
な
大

雨
で
河
川
の
水
が
増
水
し
事
故
に
遭
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

水
難
事
故
に
遭
わ
な
い
た
め
に
も
、
危
険
な
場
所
で
水
遊
び
を
し
て

い
る
子
ど
も
た
ち
を
見
か
け
た
ら
注
意
す
る
な
ど
、
気
を
つ
け
て
あ
げ

て
く
だ
さ
い
。

　

万
が
一
、
事
故
や
被
害
に

遭
っ
た
時
や
目
撃
し
た
時
は
、

『
一
一
〇
番
ま
た
は
桜
井
警
察
署

　

46
‐
０
１
１
０
』

ま
で
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
桜
井
警
察
署

46
‐
０
１
１
０
】
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行政情報

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
競
争

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付

　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
が
発
注

す
る
物
品
調
達
お
よ
び
役
務
提
供

業
務
の
契
約
に
関
す
る
競
争
入
札

に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
申
請
が

必
要
で
す
。

▽
対
象
業
種

・�

物
品
調
達
（
登
録
品
目
は
要
領

の
物
品
種
目
別
一
覧
に
よ
り
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。）

・�

役
務
提
供
等
（
登
録
業
種
は
要

領
の
役
務
業
種
別
一
覧
に
よ
り

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。）

▽
有
効
期
間　

　

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

▽�

申
請
受
付
期
間　

平
成
27
年
１

月
30
日
ま
で
随
時
。（
土
日
祝

日
お
よ
び
12
月
29
日
か
ら
１
月

２
日
ま
で
を
除
く
平
日
の
午
前

９
時
か
ら
正
午
・
午
後
１
時
か

ら
５
時
。
持
参
ま
た
は
郵
送
に

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。）

▽�

要
領
・
申
請
書
類
等　

奈
良
県

広
域
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.naraksk119.

jp/

）
か
ら
「
平
成
26
年
度
奈

良
県
広
域
消
防
組
合
物
品
調

達
・
役
務
提
供
等
競
争
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
要
領
」
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

奈
良
県
広
域
消
防
組
合
消
防
本

部
施
設
管
理
課
で
も
配
布
し
て

い
ま
す
。

▽�
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

奈
良

県
広
域
消
防
組
合
消
防
本
部

総
務
部
施
設
管
理
課
契
約
係

（
〒
６
３
４
‐
０
８
１
６
橿
原

市
慈
明
寺
町
１
４
９
‐
３

26

‐
０
１
１
９
）

花
火
の
正
し
い
使
い
方

　

夏
に
な
り
、
子
ど
も
た
ち
が
花

火
遊
び
を
し
て
い
る
の
を
よ
く
見

か
け
ま
す
。
し
か
し
、
家
庭
で
手

軽
に
楽
し
め
る
花
火
も
正
し
く
取

り
扱
わ
な
い
と
火
災
に
な
っ
た

り
、
火
傷
を
し
た
り
す
る
な
ど
の

事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。
当
消
防

署
管
内
で
は
、
昨
年
度
に
お
も

ち
ゃ
花
火
に
よ
る
火
災
も
発
生
し

て
い
ま
す
。
た
か
が
お
も
ち
ゃ
花

火
と
思
わ
ず
、
夏
の
夜
の
風
物
詩

で
あ
る
花
火
を
安
全
に
楽
し
む
た

め
、
必
ず
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

◆�

燃
え
や
す
い
も
の
が
無
い
安
全

な
場
所
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
や
コ

ン
ク
リ
ー
ト
面
）
で
し
ま
し
ょ

う
。

◆�

風
が
強
く
乾
燥
し
た
日
な
ど
に

は
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

◆�

子
ど
も
だ
け
で
花
火
を
し
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆�
花
火
を
ほ
ぐ
し
た
り
、
束
ね
て

点
火
し
た
り
す
る
の
は
止
め
ま

し
ょ
う
。

◆�

水
の
入
っ
た
バ
ケ
ツ
な
ど
を
用

意
し
ま
し
ょ
う
。

◆�

注
意
書
を
必
ず
読
み
ま
し
ょ

う
。

　

以
上
の
こ
と
を
守
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

奈
良
県
広
域

消
防
組
合
桜
井
消
防
署
予
防
課

（

42
‐
４
１
１
９
）【
消
防
署
】

平
成
26
年
全
国
消
費
実
態
調
査

～
み
ん
な
の
家
計
簿
で
、
消
費

　
　

�　

の
未
来
を
描
き
ま
す
～

　

全
国
消
費
実
態
調
査
は
、
本
年

９
月
～
11
月
の
３
か
月
間
、
み
な

さ
ん
に
家
計
簿
へ
収
入
と
支
出
を

記
入
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
国
民

生
活
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
調

査
で
す
。
調
査
結
果
は
、
家
計
の

実
態
を
種
々
の
角
度
か
ら
分
析

し
、
都
道
府
県
や
県
内
を
複
数
の

ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
た
地
域
別
に
、

消
費
の
未
来
を
描
く
た
め
に
用
い

ま
す
。

　

７
月
中
旬
頃
か
ら
対
象
地
区
に

調
査
員
が
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
ご
案

内
）
の
配
布
と
事
前
調
査
の
た
め

に
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
商
工
振
興
課
】

水
道
メ
ー
タ
ー
取
替
え
の
お
願

い
　　

上
下
水
道
部
で
は
、
７
月
１
日

（
火
）か
ら
20
日（
日
）に
か
け
て
、

次
の
地
域
で
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取

替
え
を
行
い
ま
す
。
ご
協
力
お
願

い
し
ま
す
。

▽�

取
替
え
予
定
区
域

谷
の
一
部
・
戒
重
の
一
部
・
安

倍
木
材
団
地
１
丁
目
の
一
部
・

安
倍
木
材
団
地
２
丁
目
の
一

部
・
上
之
庄
の
一
部
・
河
西
の

一
部
・
橋
本
の
一
部
・
阿
部
の

一
部
・
生
田
の
一
部
、
池
之
内

の
一
部
・
東
新
堂
の
一
部
・
大

福
の
一
部

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

水
道
総
務
課

お
客
様
係
（

42
‐
９
２
１
１

〈
代
表
〉）　　

�【
水
道
総
務
課
】

夏
休
み
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
運
行
状
況
に
つ
い
て

　

７
月
19�
日
（
土
）
～
８
月
31�
日

（
日
）
の
夏
休
み
期
間
中
は
、
次

の
通
り
特
別
ダ
イ
ヤ
で
運
行
し
ま

す
。
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◎�

朝
倉
台
線
…
平
日
ダ
イ
ヤ
（
土

日
祝
は
運
休
）

◎
多
武
峯
線
…
土
日
祝
日
ダ
イ
ヤ

◎�

桜
井
初
瀬
線
…
学
校
休
校
日
ダ

イ
ヤ　
　
　
　
【
行
政
経
営
課
】

ア
イ
ヌ
の
み
な
さ
ん
の
た
め
の

全
国
一
斉
電
話
相
談
を
受
付
け

て
い
ま
す

▽�

受
付
期
間　

平
成
27
年
３
月
31

日
ま
で
。
平
日
・
土
曜
の
午
前

10
時
～
午
後
５
時
。（
日
曜
、

祝
日
、
８
月
10
日
～
17
日
、
12

月
27
日
～
１
月
４
日
は
休
み
。）

　
【
相
談
専
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
】

　

０
１
２
０
‐
７
７
１
‐
２
０
８

※
相
談
無
料
、
匿
名
可
、
秘
密
厳
守

【
人
権
施
策
課
】

　７月１日は平成２６年経済
センサス－基礎調査・商業統
計調査の基準日です。
　この調査は全国すべての事
業所・企業が調査対象です。
大変お忙しい中、ご協力あり
がとうございます。調査した
結果を統計法に規定された目
的以外に使用することは法律
で禁止されていますのでご安
心ください。
　国から任命された調査員が
再度、調査票の回収にお伺い
します。よろしくお願いしま
す。　　　　　【商工振興課】

総務省・経済産業省
・奈良県・桜井市
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募集

録
音
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
虹
の
会
」

会
員
募
集

　　

録
音
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア「
虹
の
会
」

で
は
、
視
覚
障
が
い
の
人
の
た
め

に
録
音
活
動
を
一
緒
に
し
て
も
ら

え
る
人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

広
報
紙
・
録
音
図
書
等
を
テ
ー

プ
・
CD
に
録
音
し
て
視
覚
障
が
い

の
人
に
届
け
て
い
ま
す
。

　

い
つ
で
も
入
会
可
能
で
す
。
録

音
に
関
心
の
あ
る
人
は
、
気
軽
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

市
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー　
（

42
‐

２
７
２
４
）　 【
社
会
福
祉
課
】

桜
井
市
生
活
学
校
参
加
者
募
集

　　

桜
井
市
生
活
学
校
は
桜
井
市
の

発
展
と
生
活
の
向
上
、
メ
ン
バ
ー

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か

り
友
だ
ち
作
り
に
な
ど
の
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
現
在
70
名
の
メ
ン

バ
ー
が
お
り
、
県
内
外
で
様
々
な

学
習
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
「
EM
石
け
ん
と
ぼ
か
し
の

実
習
」の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

▽�

日
時　

７
月
27
日
（
日
）・
28

日
（
月
）　

午
後
１
時
～
３
時

▽
場
所　

芝
集
会
所

▽
講
師　

野
村
雅
英
さ
ん

▽
参
加
費　

３
０
０
円

▽�

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

７
月

15
日
（
火
）
ま
で
に
小
西
委
員

長
（

43
‐
１
４
１
５
）
へ
。

▽
主
催　

桜
井
市
生
活
学
級

【
社
会
教
育
課
】

「
犯
罪
被
害
者
支
援
」
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　

犯
罪
被
害
者
支
援
に
携
わ
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
員
（
第
８
期
）

を
募
集
し
ま
す
。

▽�

募
集
期
間　
　

７
月
１
日（
火
）

～
31
日
（
木
）

▽
募
集
人
員　

20
名
程
度

▽
応
募
資
格　

・
奈
良
県
内
在
住
の
成
人

・�

性
別
、
職
業
、
学
歴
は
問
い
ま

せ
ん
。

・�

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
活
動
の

趣
旨
に
賛
同
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
参
加
で
き
る
人
。

▽�

選
考　

応
募
さ
れ
た
人
に
は
、

書
類
選
考
の
上
、
面
接
を
行
い

ま
す
。

▽�

講
習　

支
援
活
動
に
必
要
な
知

識
等
を
習
得
す
る
た
め
、
一
定

の
講
座
を
受
講
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。期
間
は
、８
月
29
日（
金
）

～
11
月
28
日（
金
）の
予
定
。（
原

則
と
し
て
毎
週
金
曜
日
の
午
後

１
時
～
４
時
ご
ろ
、
概
ね
90
分

２
コ
マ
講
義
形
式
）

▽�

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

公

益
社
団
法
人
な
ら
犯
罪
被

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
〒
６
３
０
‐
８
２
１
５
奈

良
市
東
向
中
町
６
奈
良
県
経

済
倶
楽
部
経
済
会
館
４
階

０
７
４
２
‐
26
‐
６
９
３
５

（
月
曜
～
金
曜
の
午
前
10
時
～

午
後
４
時
、
祝
日
除
く
））

【
人
権
施
策
課
】

女
性
消
防
団
員
募
集

　

桜
井
市
消
防
団
で
は
、
地
域
の

安
全
・
安
心
を
守
っ
て
い
た
だ
け

る
女
性
消
防
団
員
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
現
在
12
名
の
団
員
が
、
女

性
な
ら
で
は
の
優
し
さ
・
気
配
り

で
「
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
」

を
目
指
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

あ
な
た
も
一
緒
に
活
動
し
ま
せ
ん

か
。

「
主
な
活
動
内
容
」

①�

火
災
予
防
・
地
域
防
災
に
関
す

る
広
報
、
指
導

②
応
急
手
当
の
普
及
活
動

③�

消
防
団
・
消
防
署
が
行
う
主
要

行
事
へ
の
参
加

④
災
害
時
の
後
方
支
援

▽�

応
募
資
格　

市
内
在
住
で
18
歳

以
上
45
歳
未
満
の
健
康
な
女
性

▽�

応
募
方
法　

入
団
申
請
書
（
危

機
管
理
課
で
受
け
取
る
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内「
募
集
情
報
」

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、直
接
持
参（
平

日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
受
付
）
ま
た
は
郵
送
。

▽
応
募
締
切
日　

７
月
11
日（
金
）

▽�

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

危
機

管
理
課
消
防
団
係
（

42
‐

９
１
１
１
内
線
３
０
８
）

【
危
機
管
理
課
】

自衛官募集
種目 資格 受付期間 試験期日

自衛官
候補生

18 歳 以 上
27 歳 未 満
の男女

男子
問い合わせ
てください。

受付時にお知らせ
します。

女子
8月 1日
～ 9月 9日

9月 28 日

一般曹
候補生

18 歳 以 上
27 歳 未 満
の男女

8月 1日
～ 9月 9日

1次　9月 20 日
2次　10 月 12 日

航空
学生

高卒（見込
含 ）21 歳
未満の男女

8月 1日
～ 9月 9日

1次　9月 23 日
2 次　10 月 18 日 ～
23 日（内 1日）
3 次　11 月 15 日 ～
12 月 18 日（内 1日）

詳しくは、自衛隊天理募集案内所（ 0743 ‐ 63 ‐
2540・ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/nara・
Ｅメール�hq1-nara@pco.mod.go.jp）まで。　　　【市民課】
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《 無 料 相 談 コ ー ナ ー 》
相 談 内 容 日 時 場所 予約 申 込・ 問 い 合 わ せ 先

中南和法律
相談センター
法律相談

日常お困りの法律問題
（予約面談制）
〈先着 6名・各 30 分間〉

毎週火曜日
（祝日は除く）
13：00 ～ 16：00

市役所
2階
相談室

要
相談日の 1 週間前の火曜日の午前
9時 30 分から電話で奈良弁護士会
へ。（ 0742‐22‐2035）【市民協働課】

※火曜日以外にも他会場での相談窓口があります。詳しくは奈良弁護士会へ問い合わせてください。

無料
法律相談

弁護士による法律相談
（予約面談制）〈市内在住・
先着 7名・各 25 分間〉

7月 10 日（木）
13：00 ～ 16：00

市役所
2階
相談室

要
7月 1 日（火）午前 8時 30 分以降に
電話で市民協働課市民生活係へ。
（ 42‐9111内線534）【市民協働課】

※無料法律相談は市内在住者で、今までに無料法律相談を受けていない人のみ利用できます。

司法書士に
よる
法律相談

借金問題、土地建物・会社
法人の登記、相続、遺言な
どの相談（予約面談制）
〈先着５名・各 40 分間〉

① 7月 11 日（金）
13：00 ～ 16：20 市役所

2階
相談室

要

①7月2日（水）午前8時30分以降
②7月9日（水）午前8時30分以降
に電話で市民協働課市民生活係へ。
（ 42‐9111 内線 534）【市民協働課】

② 7月 24 日（木）
13：00 ～ 16：20

税理士に
よる
税務相談

税金についての相談
（予約面談制）
〈先着 5名・各 30 分間〉

7月 16 日（水）
13：00 ～ 16：00

市役所
2階
相談室

要
7月 3 日（木）午前 8時 30 分以降に
電話で市民協働課市民生活係へ。
（ 42‐9111内線534）【市民協働課】

※�税理士（税理士法人）に依頼されている人は利用できません。

行政書士に
よる
法務相談

営業許可、帰化など身分に
関する事、近隣トラブルな
どの相談（予約面談制）
〈先着 5名・各 40 分間〉

7月 25 日（金）
13：00 ～ 16：20

市役所
2階
相談室

要

7 月 11 日（金）午前 8 時 30 分以
降に電話で市民協働課市民生活係
へ。（ 42 ‐ 9111 内線 534）

【市民協働課】

消費生活
相談

消費（買物・契約等）・
多重債務などの相談

毎週火・木・金曜日
（祝日は除く）
10：00 ～ 16：00

市役所 1階
消費生活
相談室

不要
市民協働課市民生活係
（ 42 ‐ 9111 内線 534）

【市民協働課】

行政相談
行政に関する相談 7月 9日（水）

13：00 ～ 16：00

市役所 1階
消費生活
相談室

不要
市民協働課市民生活係
（ 42‐9111 内線 534）

【市民協働課】
※�予約は不要ですが、当日に受付が必要ですので、市民生活係までお越しください。

　　福祉の
『心配ごと相談』

日常生活における様々な悩み
ごとや心配ごとなどの相談

毎週木曜日
10：00 ～ 15：00

福祉セン
ター分館 不要 相談日には電話相談（ 42‐6804）

も行います。　　�【社会福祉協議会】

若者自立の
ための相談会

高校中退者・ニート・引
きこもりなどの相談

7月 1日～ 31 日
（日・祝日除く）
��9：00 ～ 18：00

桜井駅前
南口エルト
桜井 2階

不要 若者サポートステーションやまと（ 44 ‐ 2055）������������【商工振興課】

人権擁護委員
による

『悩みごと相談』

人権に関わる様々な悩み
ごと

7月 16 日（水）
13：00 ～ 16：00

市役所 1階
消費生活
相談室

不要
人権施策課人権係
（ 42 ‐ 9111 内線 561）

【人権施策課】

女性相談

女性の様々な問題や悩み
（夫婦・育児・介護・ド
メスティックバイオレン
スなど）

７
月
28
日（
月
）

面接相談
12：30～15：00

市役所 1階
消費生活
相談室

要 相談日の午前中までに人権施策課
男女共同参画係へ。
（ 42 ‐ 9111 内線 564）
◎匿名での相談も可。【人権施策課】電話相談

10：00～11：30
42‐9111
（内線 564）不要

今月の市税・保険料

納期限は 7 月 31 日（木）です。

市税
■固定・都計税〈2 期分〉
保険税
■国民健康保険税〈1 括・1 期分〉
保険料
■介護保険料〈1 期分〉
■後期高齢者医療保険料〈1 期分〉

※ 納め忘れのないように、注意して
ください。

‐
毎
月
１
日
は

「
桜
井
安
全
・
安
心
の
日
」

　
　
　
　
　
　
　
　
で
す
‐

   【
危
機
管
理
課
】

相談
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催し・教室（市内）

第
50
回

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
コ
ン
サ
ー
ト

▽
日
時　

７
月
10
日
（
木
）

　

午
後
０
時
15
分
～
０
時
45
分

▽
場
所　

市
民
会
館
ロ
ビ
ー

▽��

内
容　

ピ
ア
ノ
名
曲
集

▽�

出
演
者　

梶
美
保
さ
ん
・
松
永

圭
子
さ
ん
・
三
浦
潤
子
さ
ん

▽
費
用　

無
料

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

文
化
を
考
え

る
桜
井
市
民
の
会
（

０
９
０

‐
６
７
５
１
‐
５
７
０
８
）

 【
社
会
教
育
課
】

さ
く
ら
シ
ョ
ッ
プ　

開
催　

～
市
内
福
祉
施
設
で
作
ら
れ
た

も
の
、
販
売
し
ま
す
～

▽�

日
時　

７
月
10
日
（
木
）

　

午
後
０
時
45
分
～
１
時
30
分

▽
場
所　

市
民
会
館
ロ
ビ
ー

※
入
場
無
料
・
予
約
不
要

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉

課
障
害
福
祉
係
（

42
‐

９
１
１
１�

内
線
２
７
３
）

【
社
会
福
祉
課
】

わ
く
わ
く
子
ど
も
工
作
教
室

～
夏
休
み
に
親
子
で
作
ろ
う
～

①
一
輪
ざ
し
を
作
ろ
う
（
陶
芸
）

②
勾
玉
を
作
ろ
う

③
ソ
ー
ラ
ー
カ
ー
を
作
ろ
う

▽�

日
時　

①
７
月
27
日
（
日
）　

②
８
月
10
日
（
日
）
③
８
月
23

日
（
土
）
時
間
は
す
べ
て
午
前

10
時
～
正
午

▽�
場
所　

中
央
公
民
館
研
修
室
等

▽�
対
象　

市
内
在
住
の
小
学
生
と

そ
の
保
護
者

▽
募
集
人
数　

15
組
（
先
着
順
）

▽�

材
料
費　

①
１
、０
０
０
円
②

４
３
０
円
③
１
、２
０
０
円

▽�

申
込
期
間　

７
月
２
日
（
水
）

～
18
日
（
金
）

▽�

申
込
方
法　

材
料
費
を
そ
え
て

中
央
公
民
館
窓
口
へ
。

※�

電
話
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
月･

火
曜
日
は
休
館
で
す
。

▽�

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

中
央

公
民
館
（

45
‐
０
９
６
５
）

【
中
央
公
民
館
】

子
ど
も
文
化
財
教
室

　

夏
休
み
に
市
内
小
学
生
を
対
象

と
し
た
文
化
財
教
室
を
２
日
間
開

催
し
ま
す
。

▽�

日
時　

７
月
24
日
（
木
）・
25
日

（
金
）
午
前
10
時
～
午
後
４
時

・�

１
日
目　

開
講
式
・
バ
ッ
ク
ヤ
ー

ド
ツ
ア
ー
・
展
示
見
学
・
土
器

洗
い
・
接
合
・
写
真
撮
影

・�

２
日
目　

測
量
体
験
（
屋
外
で

行
い
ま
す
）・
勾
玉
・
管
玉
・
小

玉
づ
く
り
・
閉
講
式

▽�

場
所　

市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
（
芝
運
動
公
園
内
）

▽
対
象　

小
学
４
～
６
年
生

▽
定
員　

先
着
20
人

▽�

参
加
費　

５
０
０
円（
材
料
費
・

保
険
料
）

▽�

持
ち
物　

弁
当
・
水
筒
・
筆
記

用
具
・
帽
子
・
汚
れ
て
も
よ
い

服
装

▽�

申
込
方
法　

往
復
ハ
ガ
キ
に

①
住
所
②
氏
名
③
学
校
名�

④

学
年
⑤
電
話
番
号
を
記
入

の
上
、
桜
井
市
立
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
（
〒
６
３
３
‐

０
０
７
４
大
字
芝
58
‐
２�

☎

42
‐
６
０
０
５
）
ま
で
。
折
り

返
し
参
加
証
を
送
付
し
ま
す
。

※�

往
復
ハ
ガ
キ
は
参
加
者
１
人
に

つ
き
１
枚
で
お
願
い
し
ま
す
。

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
申
込
み
は

で
き
ま
せ
ん
。　
【
文
化
財
課
】

市
児
童
・
生
徒
木
工
工
作
教
室

▽�

日
時　

８
月
３
日
（
日
）　

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

▽�

場
所　

木
材
振
興
セ
ン
タ
ー　

あ
る
ぼ
～
る
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル

▽�

対
象
者　

原
則
と
し
て
市
内
に

在
住
す
る
児
童
・
生
徒
と
そ
の

保
護
者

▽�

材
料
・
道
具　

材
料
…
主
催
者
が
現
地
で
提
供

し
ま
す
。（
個
人
持
ち
込
み
可
）

道
具
…
釘
、
ボ
ン
ド
、
ヤ
ス
リ

等
簡
単
な
道
具
は
会
場
に
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
ノ
コ
ギ
リ
・

カ
ナ
ヅ
チ
は
数
に
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
名
前
を
記
入
し
持

ち
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※�

当
日
で
き
あ
が
っ
た
作
品
の
保

管
は
一
切
で
き
ま
せ
ん
の
で
各

人
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

※�

工
作
機
械
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

※�

道
具
使
用
後
の
返
却
お
よ
び
後

片
付
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

桜
井
木
材
協

同
組
合
青
年
経
営
者
協
議
会
事

務
局
（

42
‐
３
５
３
５
）

【
学
校
教
育
課
】

発掘調査速報展 20　50㎝下の桜井　
　昨年度に桜井市内で行った発掘調査の出土品を、市立埋蔵文化財
センターで展示しています。

▽期間　９月２８日（日）まで

▽開館時間　午前９時～午後４時 30 分（入館は４時まで）

▽ �入館料　一般 200 円、小中学生 100 円（団体 20 名以上で一般
150 円、小中学生 50 円）
※桜井市内の小・中学生は無料です。

▽休館日　毎週月・火曜（祝日の場合は開館）、7/23、9/17、9/24
☆関連イベント 発掘調査報告会
　速報展で展示中の纒向遺跡、大藤原京関連遺跡、高田遺跡の発掘
調査でわかった最新の成果を報告します。報告会後に発掘調査担当
者が展示解説を行います。

▽日時　９月２７日（土）　午後 1時 30 分～３時 30 分

▽場所　市立埋蔵文化財センター２階多目的室

▽問い合わせ先　桜井市立埋蔵文化財センター（ 42 ‐ 6005）
※事前申込みは不要ですが、聴講には入館料が必要です。【文化財課】
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催し・講座（市内）

差
別
を
な
く
す
市
民
集
会

▽�

日
時　

７
月
５
日
（
土
）

　

午
後
１
時
30
分
開
会

▽
場
所　

桜
井
市
民
会
館

▽�

テ
ー
マ　

自
分
ら
し
く
生
き
て

い
こ
う
～
体
は
男
性
、
心
は
女

性
と
い
う
運
命
に
翻
弄
さ
れ
な

が
ら
～

▽�

講
師　

地
元
桜
井
市
出
身
の
歌

手
・
モ
デ
ル
麻
倉
ケ
イ
ト
さ
ん

▽
費
用　

無
料

※
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
あ
り
。

【
人
権
施
策
課
】

「
さ
く
ら
い
ピ
ア
ノ
フ
ェ
ス
タ
」

開
催
！

　

あ
こ
が
れ
の
ピ
ア
ノ
「
ス
タ
イ

ン
ウ
エ
イ
」
の
演
奏
者
を
一
般
募

集
。
１
組
10
分
間
思
い
思
い
の
楽

曲
を
リ
レ
ー
形
式
で
演
奏
し
ま

す
。

　

ま
た
、「m

om
’s�piano

」
の

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
お
楽
し
み
い

た
だ
け
ま
す
。

▽
日
時　

７
月
21
日
（
月
・
祝
）

　
　
　
　

開
場
：
午
後
１
時　

　
　
　
　

開
演
：
午
後
１
時
30
分

▽
場
所　

市
民
会
館
ホ
ー
ル

▽
費
用　

無
料

▽
申
込　

不
要

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

市
民
会
館

（

45
‐
０
９
６
４
）

※�

月
・
火
曜
日
を
除
く
午
前
９
時

～
午
後
５
時��　

�【
市
民
会
館
】

市
観
光
協
会
主
催
事
業

①
万
葉
講
座

▽�

演
題　

こ
も
り
く
の
泊
瀬

▽
講
師　

井
上
さ
や
か
さ
ん

▽�
日
時　

７
月
10
日�（
木
）　

　
　
　
　

午
前
10
時
～
正
午

▽
開
催
場
所　

市
立
図
書
館　

▽
費
用　

３
０
０
円

▽
申
込
締
切
日　

７
月
３
日（
木
）

▽�

申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
①
住
所
②
氏
名
③
年
齢
④

性
別
⑤
電
話
番
号
⑥
参
加
人

数�

を
記
入
の
上
、
市
観
光
協

会
（
〒
６
３
３
‐
０
０
６
３
大

字
川
合
２
６
０
‐
２
商
工
会
館

内
）
ま
で
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

市
観
光
協
会

（
☎
・
FAX�
42
‐
７
５
３
０
）

②�

万
葉
ゆ
か
り
の
地　

味う
ま

酒ざ
け

三
輪

の
里
を
歩
く
ハ
イ
キ
ン
グ

　

市
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

の
会
の
メ
ン
バ
ー
が
三
輪
の
町
の

隠
れ
た
魅
力
を
ご
案
内
し
ま
す
。

▽�

日
時　

７
月
20
日
（
日
）

※
予
約
不
要

▽�

集
合
時
間
・
場
所

　

午
前
９
時
45
分
・
JR
三
輪
駅
前

▽
費
用　

無
料

▽
コ
ー
ス
（
約
３
㎞
）

三
輪
駅
→
大
神
神
社
→
大
美
和

の
杜
展
望
台
→
三
輪
茶
屋
趾
→

恵
比
須
神
社
→
古
い
商
家
街
並

み
→
三
輪
駅
（
正
午
頃
解
散
）

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

市
観
光
協
会

（

・
FAX�
42
‐
７
５
３
０
）

桜
井
本
町
通
・
周
辺
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
主
催

活
き
活
き
講
座

◆�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
物

の
売
り
方
と
集
客

▽�

講
師　

瀧
野
太
郎
さ
ん

　
　
　
　
（
IT
起
業
家
）

▽
日
時　

７
月
18
日
（
金
）

　
　
　
　

午
後
７
時
～

▽�

場
所　

桜
井
本
町
通
り
２
丁
目

た
ま
り
場
（
旧
マ
エ
ダ
ふ
と
ん

店
）

▽
申
込
締
切
日　

７
月
12
日（
土
）

▽�
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

電

話
で
、
三
宅
嘉
彦
（
大
字
桜

井
１
０
０
０
ヘ
ア
ー
モ
ー
ド

サ
ロ
ン
ミ
ヤ
ケ

０
９
０
‐

３
０
５
０
‐
０
７
７
１
）
へ
申

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

第
12
回み

ん
な
森
で
遊
ぼ
う
！

　

鎮
守
の
森
の
体
験
塾
。
遊
び
を

と
お
し
て
自
然
や
歴
史
に
親
し

み
、
森
の
不
思
議
を
み
つ
け
よ

う
！

▽
日
時　

８
月
２
日
（
土
）

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時　

　
（
雨
天
決
行
）

▽�

集
合
時
間
・
場
所　

午
前
９
時　

大
神
神
社
大
礼
記
念
館
前　

▽�

開
催
場
所　

大
神
神
社
境
内
お

よ
び
大
礼
記
念
館（
昭
和
の
間
）

▽�

対
象　

小
学
生

　
（
保
護
者
の
参
加
も
可
）

▽
費
用　

無
料

　
（
保
護
者
は
３
０
０
円
）

▽
定
員　

50
名
（
申
込
先
着
順
）

▽�

内
容　

①
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム　

②
植
物
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ　

③
お
も
し
ろ
歴
史
教
室
④
ク
ラ

フ
ト
教
室（
紙
あ
ん
ど
ん
作
り
）

▽�

持
ち
物　

弁
当
、
水
筒
、
筆
記

用
具
、
雨
具
（
腕
時
計
を
持
っ

て
い
る
人
は
持
参
し
て
く
だ
さ

い
）

▽�

申
込
方
法　

郵
送
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
住
所
・
参
加
者
氏
名
・
保

護
者
氏
名
・
電
話
番
号
・
Ｆ
Ａ

Ｘ
番
号
・
小
学
校
名
・
学
年
を

記
入
の
上
、
森
と
ふ
れ
あ
う
市

民
の
会
事
務
局
（
〒
６
３
３
‐

０
０
０
１
大
字
三
輪
５
１
２
三

輪
座
内
・
FAX�
49
‐
３
８
３
１
）

ま
で
。

▽�
問
い
合
わ
せ
先　

森
と
ふ
れ

あ
う
市
民
の
会
事
務
局
川
端

（

０
９
０
‐
３
２
８
１
‐

１
７
０
６
）

【
観
光
ま
ち
づ
く
り
課
】

パ
ソ
コ
ン
相
談
室

　

パ
ソ
コ
ン
の
基
礎
的
な
操
作
に

つ
い
て
、
何
で
も
自
由
に
相
談
で

き
ま
す
。（
１
組
30
分
程
度
）

　

事
前
予
約
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、
連
絡
お
願
い
し
ま
す
。

▽�

日
時　

７
月
26
日
（
土
）、
８

月
９
日
（
土
）、
23
日
（
土
）、

９
月
６
日
（
土
）
午
前
９
時
30

分
～
11
時
30
分

　
（
日
時
・
時
間
指
定
で
き
ま
す
。）

▽�

場
所　

中
央
公
民
館
１
階
研
修

室
▽
講
師　

本
野
泰
謙
さ
ん

▽
持
ち
物　

パ
ソ
コ
ン

▽
定
員　

各
日
約
４
組

▽
参
加
費　

無
料

▽�

予
約
方
法　

７
月
１
日
（
火
）

よ
り
予
約
受
付
開
始
。
相
談
希

望
日
・
時
間
・
氏
名
を
次
の
連

絡
先
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

※�

日
時
・
時
間
は
先
着
順
に
な
り

ま
す
。
定
員
が
埋
ま
り
次
第
終

了
し
ま
す
。

▽�

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先　

社
会

教
育
課
（

42
‐
９
１
１
１
内

線
６
０
８
）　�【
社
会
教
育
課
】
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催し（市外）

「
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
一
日
キ
ャ

ン
プ
体
験
」

～one�day�

チ
ャ
レ
ン
ジ
！
～

▽�

日
時　

７
月
20
日
（
日
）
午
前

10
時
～
午
後
８
時（
小
雨
決
行
）

▽�

会
場　

平
成
榛
原
子
供
の
も
り

公
園
（
宇
陀
市
）

▽�

持
ち
物　

水
筒
、
雨
具
、
タ
オ

ル
、
帽
子
、
活
動
し
や
す
い
服

装
▽�

対
象　

就
学
一
年
前
～
小
学
３

年
生
の
子
ど
も
と
そ
の
保
護
者

10
組
（
先
着
順
）

▽�

参
加
費　

１
人
あ
た
り
１
、

０
０
０
円
（
保
険
・
昼
食
・
夕

食
含
む
）

▽
申
込
締
切　

７
月
４
日
（
金
）

▽�

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

中
野

（

・
FAX�
47
‐
７
８
１
８
）

▽�

主
催　

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
40
団

【
社
会
教
育
課
】

熊
野
大
花
火
大
会

観
覧
バ
ス
ツ
ア
ー　

　　

友
好
都
市
三
重
県
熊
野
市
訪
問

と
花
火
大
会
の
見
学
者
を
募
集
し

ま
す
。

▽�

日
時　

８
月
17
日
（
日
）
午
前

８
時
30
分
～
翌
日
の
午
前
３
時

頃
※
雨
天
順
延
８
月
18
日
（
月
）

▽�

集
合
時
間
・
場
所　

午
前
８
時

30
分
・
桜
井
市
役
所
玄
関
前

▽�

費
用　

大
人
・
小
人
共
９
、

９
０
０
円
（
昼
食
・
夕
食
弁
当

代
含
む
）

▽�

募
集
期
間　

�

７
月
１
日
（
火
）

～
15
日（
火
）（
当
日
消
印
有
効
）

▽�
申
込
方
法　

往
復
ハ
ガ
キ
に�

①
住
所
②
氏
名
③
年
齢
④
性

別
⑤
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、

市
観
光
協
会
（
〒
６
３
３
‐

０
０
６
３
大
字
川
合
２
６
０
‐

２
商
工
会
館
内
）
ま
で
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

市
観
光
協
会

（
☎
42
‐
７
５
３
０
）

【
観
光
ま
ち
づ
く
り
課
】

中
小
企
業
「
職
場
見
学
・
職
業

体
験
」
参
加
者
募
集

　

就
職
に
つ
な
げ
る
た
め
の
職
場

見
学
・
職
業
体
験
を
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
県
内
中
小
企
業
を
中
心
に

様
々
な
業
種
へ
の
職
場
見
学
・
職

業
体
験
が
で
き
ま
す
。

　

参
加
費
は
無
料
で
す
。（
交
通

費
等
は
自
己
負
担
）

▽�

日
時　

６
月
～
平
成
27
年
２
月

の
間

・
職
場
見
学　

１
日

・
職
業
体
験　

約
１
週
間

▽�

対
象　

35
歳
以
下
の
未
就
職
者

・
職
場
見
学　

25
名

・
職
業
体
験　

20
名

※
定
員
を
超
え
る
場
合
は
抽
選

▽�

申
請　

Ｆ
Ａ
Ｘ
か
ハ
ガ
キ
で
、

住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、

年
齢
、
性
別
、
電
話
番
号
、
希

望
職
種
を
記
入
の
う
え
、
次
ま

で
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

な
ら
ジ
ョ
ブ

カ
フ
ェ　
（
一
社
）
奈
良
経
済

産
業
協
会
（

�

０
７
４
２
‐

20
‐
２
２
１
０
FAX�
０
７
４
２
‐

20
‐
２
２
１
５
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
職
活
動
さ

れ
て
い
る
方
へ
！
★
就
職
率

８
４
．
６
％
（
Ｈ
24
実
績
）
★

　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
奈
良
で

は
、
近
日
開
講
科
の
受
講
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

▽�

訓
練
科
名　

①
機
械
Ｃ
Ａ
Ｄ
科　

②
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
技
術
科　

③
企
業
実
習
付
Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｎ
Ｃ

技
術
科

▽
対
象　

仕
事
を
探
し
て
い
る
人

　
（
③
の
み
概
ね
40
歳
未
満
）

▽
定
員　

①
②
③
16
名

▽�

訓
練
期
間　

９
月
２
日
～
平
成

27
年
２
月
27
日
（
③
は
平
成
27

年
３
月
26
日
ま
で
）

▽�

訓
練
場
所　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン

タ
ー
奈
良
（
橿
原
市
城
殿
町

４
３
３
）
※
無
料
駐
車
場
あ
り

▽�

費
用　

無
料
（
教
科
書
代
等
は

実
費
負
担
）

▽�

募
集
期
間　

６
月
30
日
～
８
月

１
日

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

ポ
リ
テ
ク

セ
ン
タ
ー
奈
良
（

22
‐

５
２
２
６
）　�【
商
工
振
興
課
】

親子 de ふれあいセミナーを開催します！

●第３回

▽テーマ　科学「ロボットを作ろう」

▽講師　奈良工業高等専門学校准教授　玉木隆夫さん�ほか

▽日時　７月 26 日（土）　午後１時～３時 30 分

▽場所　中央公民館　大会議室

▽対象　小学校４年生から６年生までの子どもと保護者
　★奈良工業高等専門学校のスタッフがお手伝いします！
　　気軽に参加してください。

▽定員　15 組

▽材料費　2,600 円
●第４回　

▽テーマ　切り絵「楽しい形を作ろう」�

▽講師　ふるさと元気村　江本幸雄さん

▽日時　８月 18 日（月）　午前 10 時～ 11 時 30 分

▽場所　中央公民館　美術工芸室

▽対象　小学校１年生から６年生までの子どもと保護者

▽定員　15 組

▽材料費　500 円　※材料費は見込み金額です。

▽ �申込方法　ハガキまたはＦＡＸ、Ｅメールに①講座名「親
子 deふれあいセミナー第○回」②住所③氏名（ふりがな）
（子どもと保護者とも）④電話番号を記入のうえ、７月
14 日（月）までに、下記申込先へ。
※申込多数の場合は、抽選となります。
※電話での申し込みはできません。

▽ �申込・問い合わせ先　社会教育課（〒 633 ‐ 8585 大字
粟殿 202・ 42‐9111 内線 608・FAX�45‐0962・Ｅメー
ルky-shakai@city.sakurai.nara.jp）　��　　����【社会教育課】
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お知らせ・スポーツ

芝
運
動
公
園
内
体
育
施
設

                

閉
場
の
お
知
ら
せ

　

７
月
30
日
（
水
）
夜
間
と
31
日

（
木
）
は
、
行
事
の
た
め
全
施
設

閉
場
し
ま
す
。

芝
運
動
公
園
・
市
民
プ
ー

ル
開
場
の
お
知
ら
せ

▽�

開
場
期
間　

７
月
12
日
（
土
）、

　

13
日
（
日
）、
19
日
（
土
）
～

　

８
月
24
日
（
日
）

▽�

開
場
時
間

・
午
前
の
部　

９
時
30
分
～
正
午

・
午
後
の
部　

１
時
～
５
時

※�

７
月
23
日
（
水
）
～
25
日
（
金
）

28
日
（
月
）
29
日
（
火
）
の
午
前

中
は
、
小
学
生
水
泳
教
室
の
た

め
一
般
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

※�
８
月
２
日
（
土
）
は
行
事
の
た

め
一
般
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

市
民
プ
ー
ル
の

　
　
　
　

   

利
用
に
つ
い
て

　

50
ｍ
プ
ー
ル
（
水
深
１
３
０
cm

～
１
５
０
cm
）
は
安
全
管
理
上
、

小
学
生
以
下
の
子
ど
も
は
、
保
護

者
が
共
に
遊
泳
さ
れ
な
い
場
合
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。ま
た
、イ
ル
カ
や
シ
ャ

チ
型
等
の
大
型
（
１
ｍ
以
上
）
の

浮
き
具
の
使
用
は
禁
止
で
す
。

　

そ
の
他
、
市
民
プ
ー
ル
利
用
に

あ
た
っ
て
は
、「
利
用
注
意
事
項

等
」
を
遵
守
の
上
、
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

市
民
プ
ー
ル

（

46
‐
４
０
０
０
）

※
た
だ
し
開
場
時
間
帯
の
み

市
民
・
小
学
生
水
泳
記
録
会

▽
日
時　

８
月
２
日
（
土
）

　

午
前
９
時
受
付
開
始

▽
場
所　

市
民
プ
ー
ル

▽
種
目　

①
小
学
生
の
部　

　

②
一
般
の
部
（
中
学
生
以
上
）

※�

�25
ｍ
・
50
ｍ
・
１
０
０
ｍ
自
由

形
（
25
ｍ
は
小
学
生
の
み
）、

50
ｍ
・
１
０
０
ｍ
平
泳
ぎ
、
50

ｍ
・
１
０
０
ｍ
背
泳
ぎ
、
50
ｍ

バ
タ
フ
ラ
イ
、
２
０
０
ｍ
リ

レ
ー
（
一
人
50
ｍ
・
小
学
生
の

み
）

▽�

対
象
者　

市
内
在
住
・
在
学
・

在
勤
者

▽�

参
加
制
限　

１
人
２
種
目
ま
で

（
リ
レ
ー
を
除
く
）

▽
申
込
締
切　

７
月
25
日
（
金
）

第
１
９
３
回
市
歩
こ
う
会

～
宇
治
田
原
道 

散
策
～

▽
日
時　

７
月
27
日
（
日
）

　

午
前
８
時　

桜
井
駅
北
口
集
合

▽�

コ
ー
ス
（
約
９
㎞
）

桜
井
駅
⇨
JR
宇
治
駅
→
維
中
前

→
禅
定
寺
→
城
山
城
跡
→
猿
丸

神
社
→
建
藤
→
維
中
前
→
JR
宇

治
駅

▽
参
加
費　

２
０
０
円

▽
申
込
締
切　

７
月
23
日
（
水
）

【
総
合
体
育
館　

45-

０
６
０
９ http://w

w
w

.net-taikyo.com

】

ス
ポ
ー
ツ
の
コ
ー
ナ
ー

CO2 削減／ライトダウンキャンペーン
７月７日は「クールアース・デー」です！

　環境省では、地球温暖化
防止のため、６月２１日（夏
至の日）～７月７日（七夕の
日）の期間に、ライトアップ
施設や家庭の電気を消して
もらうよう呼びかける「CO2
削減／ライトダウンキャン
ペーン」を実施しています。２００８年に北海道洞爺湖サミッ
トが七夕の日に開催されたことにちなみ、７月７日は、みんな
で地球温暖化対策を考える日「クールアース・デー」とされま
した。
　７日の夜８時～１０時の２時間、家庭の電気を消して、天の
川を見ながら地球環境の大切さを家族みんなで再確認してみて
はどうですか？市民のみなさんもこのキャンペーンにご協力を
お願いします！　　　　　　　　　　　　　　　���　  【環境部】

サマージャンボ宝くじ（市町村振興宝
くじ）発売！～お買い求めは奈良県内で～
　サマージャンボ宝くじ・サマー
ジャンボミニ 6000 万が７月４日
（金）より発売されます。
　この宝くじの収益金は県内市町村の明る
いまちづくりや環境対策、高齢化対策など
地域のみなさんの福祉向上のために使われ
ます。地域の収益金増収のため、宝くじは
ぜひ県内の宝くじ売場でお買い求めくださ
い。

▽発売期間　７月４日（金）～ 25日（金）

▽ �当せん金　サマージャンボ：１等前後賞
合わせて６億円、サマージャンボミニ
6000 万：１等 6,000 万円× 90本

▽販売価格　１枚３００円

▽ �問い合わせ先　公益財団法人奈良県市町
村振興協会（ 29‐ 8256）　【財政課】

犬
の
飼
い
主
の
み
な
さ
ん
へ
の
お
願
い

犬
の
し
つ
け
や
フ
ン
の
処
理
は
飼
い
主
の
マ
ナ
ー
で
す
。
一
人
の
マ
ナ
ー
の
低
下
に
よ
り
、

周
囲
に
は
多
大
な
迷
惑
が
か
か
り
ま
す
。
犬
の
散
歩
時
に
は
フ
ン
を
処
理
す
る
道
具
を
持
参

し
、飼
い
主
が
責
任
を
持
っ
て
後
片
付
け
を
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、犬
・
猫
の
ご
相
談
な
ど
は
、

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
（

０
７
４
５
‐
83
‐
２
６
３
１
）
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。



26

　

奈
良
県
で
は
、
同
和
問
題
を
は

じ
め
、
在
日
外
国
人
問
題
や
高
齢

者
問
題
、
障
害
者
問
題
な
ど
の
撲

滅
に
向
け
、
毎
年
７
月
を
『
差
別

を
な
く
す
強
調
月
間
』
と
位
置
づ

け
て
お
り
、
県
内
各
地
域
で
は

様
々
な
取
組
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

桜
井
市
に
お
い
て
は
、
今
年
の

強
調
月
間
に
行
う
市
民
集
会
に
、

地
元
桜
井
市
出
身
の
歌
手
・
モ
デ

ル
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
麻
倉

ケ
イ
ト
さ
ん
を
講
師
に
お
招
き

し
、『
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
こ

う
～
体
は
男
性
、
心
は
女
性
と
い

う
運
命
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
～
』

を
テ
ー
マ
に
講
演
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。　
　

　

麻
倉
ケ
イ
ト
さ
ん
は
、「
小
学

２
年
生
の
時
、
体
は
男
性
、
心
は

女
性
と
い
う
『
性
同
一
性
障
害
』

に
気
づ
き
な
が
ら
も
、
本
心
を
隠

し
男
性
歌
手
と
し
て
活
動
し
て
き

ま
し
た
。
７
年
前
、
テ
レ
ビ
出
演

の
際
に
歌
っ
た
曲
『ARCH
ALI�

SM
ILE

』の
反
響
が
き
っ
か
け
で
、

翌
年
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、去
勢
手
術
を
受
け
、

現
在
も
歌
手
・
花
嫁
モ
デ
ル
と
し

て
活
動
し
、
講
演
活
動
も
行
っ
て

い
ま
す
。」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

性
別
の
不
一
致
感
か
ら
、
悩
ん

だ
り
、
落
ち
込
ん
だ
り
、
気
持
ち

が
不
安
定
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
周
囲
か
ら
与
え

ら
れ
た
無
理
解
・
差
別
・
偏
見
、

あ
る
い
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
対

人
恐
怖
的
傾
向
や
人
間
不
信
や
引

き
こ
も
り
な
ど
に
よ
り
、
学
校
や

職
場
、
地
域
で
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
状
況
が
お
こ
っ
て
き
ま
す
。

　

自
分
の
生
活
や
日
常
の
出
会
い

と
深
く
関
係
し
て
い
る
「
人
権
」

は
、
す
べ
て
の
人
に
理
解
さ
れ
大

切
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
も
、「
性
同
一

性
障
害
」
に
つ
い
て
の
関
心
と
理

解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
も
と
め

ら
れ
ま
す
。
今
年
の「
市
民
集
会
」

に
も
た
く
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。【
人
権
施
策
課
】

（220）

人
権
コ
ー
ナ
ー

自
分
ら
し
く
生
き
る
・
・
・

人
権
コ
ー
ナ
ー

　特別障害給付金の請求はお早めに！
　国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権がない障がい者のために、福祉的
措置として「特別障害給付金制度」が平成１７年４月１日に始まりました。
≪対象者≫
　国民年金任意加入対象期間に国民年金に加入していなかった人で、その対象期間内に障がいの原因となった
病気やけがの初診日があり、現在、障害基礎年金１級・２級相当の障がいの状態にある人。
　なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象となりません。
※国民年金任意加入対象期間とは・・・
　・�昭和６１年３月３１日以前に厚生年金等の被用者年金制度に加入（または受給等）
��������していた人の配偶者であった期間
　・平成３年３月３１日以前に学生であった期間
≪支給額≫
障害基礎年金の１級に該当する方　　　　　　　　　　月額 49,700 円（平成２６年度）　
障害基礎年金の２級に該当する方　 月額 39,760 円（平成２６年度）　

※障害者手帳の等級とは異なります。
※受給要件については制限がありますので、詳細は問い合わせてください。

▽問い合わせ先　桜井年金事務所（ ４２‐００３３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【保険医療課】
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❀桜井市
ＰＨＯＴＯニ ュ ー ス

「桜井高校家庭クラブ、感謝の気持ち訪問」
　桜井高校家庭クラブでは、市内の公共施設を訪問して
日頃の感謝を伝える取り組みを行っており、今回初めて
市長にも手作りのケーキとメッセージカードを手渡し、
感謝の気持ちと言葉を伝えました。
　市長は、「地元高校のみなさんも、日頃から地域へ貢
献していただいていることを大変うれしく思います。今
回お会いできるのを楽しみにしていました。」と応えま
した。

「関空旅博２０１４に参加！」
　関西国際空港のイベント広場で、第 10回目を迎えた
旅行フェスティバル「関空旅博 2014」が開催されまし
た。国内外の旅行会社や世界のグルメなどのブースが集
まる中で、桜井市も桜井宇陀広域連合や天理市・東吉野
村と合同で観光アピールをしました。
　ひみこちゃんもイベント広場やステージ上から、集
まったたくさんの人たちに桜井市の魅力を知ってもらお
うと一生懸命に PR活動をしてきました。

「大和さくらい１００選 パネル展を実施」
　昨年度に公募を行い、桜井記紀万葉プロジェクト推進
協議会が市民目線で選定した「大和さくらい１００選」
から３０の場所やものを選んで、市役所１階のロビーに
おいてパネル展を行いました。
　期間中に市役所を訪れた人は、市内のビューポイント
や伝統行事の紹介パネルを興味深そうに見ていました。
　今後も様々なイベントでパネル展示をしたり、選定地
に案内プレートを設置し、桜井の誇りあるものとして広
報していく予定です。

「ふれあい福祉まつりを開催しました」
　今年で９回目になる市民ふれあい福祉まつりが市民体
育館で行われ、パネル展示や体験コーナー、福祉施設で
作られたものを販売するコーナーは、多くの人で賑わい
ました。
　また、福祉施設に通うみなさんと一緒にダンスを踊っ
たり、手話を使ってのクイズや和太鼓演奏、巨大紙相撲
といったイベントも行われ、参加した人たちは楽しいひ
と時を過ごしていました。　

5/14

5/24.25

6/3 ～ 17

6/7

ＮＥＷＳ❀✿✿



この広報紙は、再生紙を利用しています
桜井市ホームページアドレス　http://www.city.sakurai.nara.jp

28

広
報

わ
か

ざ
く
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発
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桜

井
市

 ■
編

集
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総
務
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発
行

所
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桜
井

市
役
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633-8585
桜

井
市

大
字

粟
殿

432-1（
0744-42-9111） ◇市民の動き◇　平成 26 年 5 月 30 日現在（前月比）

〈人口  59,499 人 (-26)〉〈男  28,334 人 (-6)〉〈女  31,165 人 (-20)〉〈世帯数  24,148 世帯 (+10)〉

広告掲載枠


